
全
吟
支
局
、
先

ー第
五
十
四
巻

第
一
競

卒
成
七
年
六
月
護
行

秦
漢
時
代
に
お
け
る
博
士
制
度
の
展
開

|
|
五
経
博
士
の
設
置
を
め
ぐ
る
疑
義
再
論

I
l

措置

井

重

i雅

て
問
題
の
所
在
|
|
ま
え
が
き
|
|

二
、
秦
代
以
前
の
博
士
官

三
、
前
漢
景
帯
以
前
の
博
士
官

四、
一一前
漢
武
帯
以
降
の
博
士
宮

五
、
問
題
の
所
在
|
|
あ
と
が
き
|
1
1
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問
題
の
所
在
ー
ー
ー
ま
え
が
き
|
|

マ『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
の
建
元
五
年
(
前
一
一
三
ハ
)
五
月
の
僚
と
同
巻
一
九
上
百
官
公
卿
表
上
博
士
の
項
に
、
「
置
五
経
博
士
」
と
あ
る
わ
ず

か
五
文
字
を
も
っ
て
、
こ
の
年
時
に
五
経
博
士
が
置
か
れ
た
と
す
る
説
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
日
い
わ
ば
定
説
と

(

1

)

 

し
て
公
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
か
つ
て
奮
稿
に
お
い
て
簡
単
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
ば
あ
い
五
経
と

工



2 

は
一
瞳
い
か
な
る
個
々
の
経
典
を
指
し
、
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
博
士
官
が
任
命
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
、
右
の
文
中
に
は
具
瞳

的
に
一
切
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
寅
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
節
が
い
か
に
不
自
然
で
不
可
解
な
印
象
を
あ
た
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
二
つ
の
記
事
に
よ
っ
て
も
培

幅
さ
れ
る
。

第
一
は
、
同
巻
九
九
中
主
葬
停
中
に
お
け
る
六
経
祭
酒
の
記
載
と
の
劃
比
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
始
建
圏
三
年
三
一
)
の
篠

に
、
「
六
経
祭
酒
、
各
一
人
を
置
く
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、

浪
邪
の
左
威
は
講
春
秋
と
震
り
、
頴
川
の
世
間
昌
は
講
詩
と
帰
り
、
長
安
の
園
由
は
議
易
と
篤
り
、
卒
陽
の
唐
昌
は
議
書
と
篤
り
、
浦
郡
の

陳
威
は
講
瞳
と
漏
り
、
昼
震
は
講
繁
祭
酒
と
震
る
。
(
箇
貼
、
筆
者
。
以
下
、
同
様
〉

と
記
さ
れ
、
そ
こ
に
は
春
秋
以
下
の
六
経
の
内
容
と
そ
れ
に
一
一
該
嘗
す
る
各
祭
酒
の
木
貫
と
姓
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
時
代
の
遠
近
や

素
材
の
精
粗
と
い
う
撰
述
上
の
問
題
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、

な
が
ら
、
主
葬
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、

建
元
五
年
の
僚
に
お
い
て
、

『
漢
書
』
と
い
う
同
一
の
史
料
に
お
い
て
、
し
か
も
同
類
の
制
度
に
つ
い
て
妓
述
し

班
固
は
な
に
ゆ
え
五
経
の
各
鰹
名
と
博
士
名
を
明
記
し
得
な
か
?
た
の

- 2-

で
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
疑
問
は
、
同
巻
八
八
儒
林
俸
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
末
尾
の
質
文
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。

賛
に
日
く
、
武
帝
の
五
魁
博
士
を
立
て
、
弟
子
員
を
聞
き
、
科
に
射
策
を
設
け
、

t

勤
む
る
に
官
融
を
以
て
し
て
自
り
二
万
始
に
詑
ぶ
ま
で
、

た
だ

百
有
徐
年
、
業
を
停
う
る
者
痩
く
盛
ん
に
し
て
、
支
葉
蕃
滋
た
り
O
i
-
-
-
初
め
書
に
は
唯
欧
陽
、
躍
に
は
后
、
易
に
は
楊
、
春
秋
に
は
公

羊
有
る
の
み
。
孝
宣
の
世
に
至
り
て
、
復
た
大
小
夏
侯
向
書
、
大
小
戴
薩
、
施
孟
梁
丘
易
、
穀
梁
春
秋
を
立
つ
。
元
一
帝
の
世
に
至
り
て
、

復
た
京
氏
易
を
立
つ
。
卒
一
一
帝
の
時
叉
左
氏
春
秋
、
毛
詩
、
逸
瞳
、
古
文
向
書
を
立
つ
。

中
略
後
の
後
半
部
に
、
書
の
欧
陽
以
下
、
瞳
・
易
・
春
秋
の
四
経
と
そ
の
拳
統
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
こ
の
質
文
は
こ
れ

ら
に
文
一
一帝
時
代
か
ら
存
置
さ
れ
て
い
た
詩
博
士
を
加
え
て
、
武
一
一
帝
初
年
の
五
経
博
士
の
氏
名
を
具
瞳
的
に
列
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
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も
あ
っ
た
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
文
中
の
楊
〈
何
)
は
易
博
士
に
就
任
し
た
形
跡
は
な
く
、
ま
た
后
(
蒼
)
は
昭
一
帝
一
末
期
以
後
の
薩
博

士
に
あ
た
る
か
ら
、
右
の
賛
文
は
建
元
年
開
嘗
時
の
五
経
博
士
を
列
奉
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
一
節
以
下
、

班
固
は

宣
帝
・
元
帝
・
卒
一
帝
一
の
各
治
世
聞
の
立
事
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、
も
っ
と
も
肝
要
な
武
者
時
代
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
不
正

確
な
記
述
に
修
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
漢
書
』
に
お
け
る
五
経
博
士
の
設
置
を
め
ぐ
る
記
事
に
は
問
題
が
あ

り
、
そ
の
具
瞳
的
な
記
述
を
全
く
歓
い
て
い
る
貼
か
ら
い
っ
て
、
き
わ
め
て
不
備
な
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
貨
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
再
検
討
す
べ
き
問
題
は
、
武
帝
前
後
の
各
一
帝
の
時
代
陀
、
い
か
な
る
経
典
が
拳
官
に
立
て
ら
れ
、
ど

の
よ
う
な
人
物
が
そ
れ
ら
の
博
士
官
に
選
任
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
嘗
該
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
歎

(

3
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多
く
の
論
考
が
世
に
問
わ
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
外
に
も
こ
の
問
題
は
従
来
ほ
と
ん
ど
等
閑
観
さ
れ
て
き
た
基
本
的
な
論
黙
に

『
史
記
』
と
『
漢
書
』
を
中
心
に
、
五

経
の
各
自
に
任
命
さ
れ
た
博
士
を
可
能
な
か
ぎ
り
摘
出
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

λ

そ
の
存
在
を
確
認
し
つ
つ
、

五
経
博
士
の
成
立
に
い
た
る

- 3ー

ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
明
す
る
一
つ
の
方
法
は
、

過
程
を
跡
付
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
文
字
ど
お
り
皐
純
な
作
業
を
試
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
前
漢
武
帝
に
よ
る
五
経
博
士
の
設

置
と
い
う
従
来
の
著
名
な
定
設
に
劃
し
て
、
あ
ら
た
め
て
再
考
す
べ
き
問
題
が
涯
生
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

'秦 L

代
以
前'
の
博

i士
官

考
察
の
ω

必
要
土
A

ま
ず
先
秦
か
ら
統
一
秦
に
い
た
る
博
士
宮
の
治
草
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

博
士
は
秦
官
。
古
今
に
遁
ず
る
を
掌
る
。
秩
比
六
百
石
。
員
多
き
は
敷
十
人
に
至
る
。

と
あ
り
、
ま
た
『
北
堂
書
紗
』
巻
六
七
設
官
部
博
士
所
引
の
衛
宏
『
漢
奮
儀
』
や
『
華
文
類
栗
』
巻
四
六
職
官
部
二
博
士
所
引
の
鷹
勘
『
漢
官

(
4〉

し
か
し
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
博
士
は
寅
は
秦
に
お
い
て
創
設
さ

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
上
に
よ
る
と
、

3 

儀
』
に
も
、
と
も
に
「
博
士
は
秦
宮
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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れ
た
官
職
で
は
な
い
。
一
す
な
わ
ち
『
史
記
』
巻
一
二
八
亀
策
列
俸
に
付
載
さ
れ
る
袴
少
孫
の
補
を
見
る
と
、

ま
み

元
王
に
見
え
て
日
く
、
我
れ
江
の
震
に
河
に
使
い
せ
し
も
、
幕
網
吾
が
路
に
嘗
た
り
、
泉
陽
の
預
且
我
れ
を
得
た
り
:
:
:
、
と
」
と
あ
り
、

「
夜
半
、
亀
来
た
り
、
夢
に
宋
のペコ

づ
い
て
、元

王
傷
然
と
し
て
悟
め
、
乃
ち
博
士
衛
卒
ら
を
召
し
て
之
れ
に
問
い
て
日
く
、
:
:
:
、
と
。

と
い
う
挿
話
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
る
か
ぎ
り
、
博
士
の
存
在
は
春
秋
時
代
に
ま
で
朔
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
巻
一
四

十
二
諸
侯
年
表
や
同
巻
三
八
宋
微
子
世
家
に
よ
る
と
、
宋
に
は
元
公
の
み
で
元
王
は
存
在
せ
ず
、
し
か
も
こ
の
話
柄
自
瞳
が
後
世
の
俸
聞
に
属

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
記
事
を
た
だ
ち
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
同
巻
一
一
九
循
吏
列
俸
H
公
儀
休
俸
に
、

「
公
儀
休
な
る
者
は
魯
の
博
士
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
司
准
南
子
』
遁
麿
訓
の
高
誘
注
に
、
「
公
儀
休
は
故
魯
の
博
主
な
り
」
と
あ
る
。
一
方
、

(

5
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『
漢
書
』
巻
五
一
買
山
俸
に
は
、
「
買
山
は
頴
川
の
人
な
り
。
祖
父
桧
、
故
貌
王
の
時
の
博
士
弟
子
な
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
劉

向
『
説
苑
』
巻
入
穿
賢
に
は
、
湾
王
の
召
喚
に
さ
い
し
て
、
「
博
士
淳
子
莞
、
天
を
仰
ぎ
大
笑
し
て
腹
ぜ
.
す
」
と
あ
り
、
ま
た
董
読
『
七
園

「
五
経
異
義
に
日
く
、
職
園
の
時
、
需
用
に
博
士
の
官
を
置
く
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
そ
の
典
擦
は

考
』
巻
一
国
旗
門
職
官
博
士
に
は
、

~4-

不
明
で
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
公
儀
休
・
買
絃
・
淳
子
莞
が
魯
・
貌
・
筑
間
の
博
士
官
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
考
さ
れ
る
。

博
士
は
秦
代
に
は
じ
め
て
置
か
れ
た
官
位
で
は
な
く
、
す
で
に
先
秦
時
代
に
各
固
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
?
そ
の
意
味
か

ら
、
『
朱
書
』
巻
三
九
下
百
官
志
下
に
、
「
博
士
。
班
固
は
秦
官
と
云
う
も
、
史
臣
案
ず
る
に
、
六
園
の
時
、
往
々
に
し
て
博
士
有
り
」
と
指

し
た
が
っ
て

摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
代
一の
史
料
で
あ
る
が
、
正
鵠
を
得
た
記
事
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
こ
の
よ
う
に
た
だ
博
士
の
官
職
一
事
を
取

上
げ
た
だ
け
で
も
、

『
漢
書
』
は
そ
れ
を
正
確
に
俸
え
残
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

秦
の
始
皇
一
一
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
後
世
、
秦
官
主
誤
認
さ
れ
る
ほ
ど
、
博
士
官
を
め
ぐ
る
記
事
が
著
し
く
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な

『
始
皇
本
紀
』
と
略
稽
〉
の
二
十
六
年
(
前
一
一
一
一
一
〉
の
僚
に
、
「
其
れ
一
菅
一
競
を
議
せ
よ
」
と
い
う
敷
命

わ
ち
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
(
以
下
、

に
射
し
て
、



丞
相
籍
、
御
史
大
夫
劫
、
廷
尉
斯
等
皆
目
く
、
:
:
;
臣
等
謹
み
て
博
士
と
議
し
て
日
く
、
云
々
。

と
上
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
帝
閣
の
誕
生
と
同
時
に
、
皇
帝
と
い
う
名
競
の
制
定
な
ど
に
さ
い
し
て
、
丞
相
ら
と
と
も
に
、
博
士
官
が
そ

の
重
要
な
廷
議
に
列
席
し
て
い
る
。
ま
た
同
巻
二
人
封
調
書
に
、

め
ぐ

帝
位
に
聞
き
て
三
年
、
東
の
か
た
郵
牒
を
巡
り
、
賜
嘩
山
を
洞
り
、
秦
の
一功
業
を
煩
す
。
是
に
於
い
て
徴
し
て
斉
魯
の
儒
生
、

・博
士
七
十

人
を
従
え
、
泰
山
の
下
に
至
る
。
諸
々
の
儒
生
或
い
は
議
し
て
日
く
、
:
:
:
、
と
。
始
皇
、

』此
の
議
を
聞
き
、
各
々
事
異
し
て
施
用
し
難

一
し
と
し
、
此
れ
に
由
り
て
儒
生
を
細
く
。

ノ

と
あ
る
よ
う
に
、
聞
位
三
年
後
の
始
皇
一
一
帝
二
十
八
年
金
型

有
名
な
泰
山
封
輔
の
儀
式
に
際
曾
ーし
て
、

儒
生
と
と
も
に
、

博
土
が

登
用
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
『
始
皇
本
一紀
』
を
見
る
と
、
そ
の
泰
山
封
樟
の
婦
途
に
、

ほ
と
ん

南
郡
よ
り
江
に
浮
か
び
、
湘
山
の
洞
に
至
る
。
一
大
風
に
逢
い
て
、
幾
ど
渡
る
を
得
ず
。
上
、
博
士
に
聞
い
て
臼
く
、
e

湘
君
は
何
の
紳
f

む
す
め

や
、
と
。
博
士
劃
え
て
日
く
、
之
れ
を
聞
く
、
一
莞
の
女
、
舜
の
妻
に
し
て
此
に
葬
ら
る
、
ー
と
。

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
始
皇
帝
の
諮
問
に
劃
し
て
、
博
士
が
麿
答
し
て
い
る
記
事
も
散
見
さ
れ
る
。
、
『
績
漢
書
』

6

巻
二
五
百
官
志
ニ
太
常

の
項
に
、
「
博
士
は
園
じ
疑
事
有
ら
ば
、
聞
い
を
承
け
て
封
う
る
を
掌
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
方
な
職
掌
は
す
で
に
秦
の
時
代
に

(

6

)

 

確
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
博
士
に
は
、
一
種
ど
の
よ
う
な
撃
涯
の
人
物
が
選
任
さ
れ
て
へい
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
?
『
始
皇
本
紀
』

の
三
十
四
年
(
前
こ
一
一
一
一
〉
の
僚
に
、
そ
の
一
端
を
示
す
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
す

始
皇
、
威
陽
宮
に
置
酒
す
。
博
士
七
十
人
前
み
て
需
を
矯
す
。
僕
射
凋
青
臣
進
み
顕
し
て
日
く
、
他
時
、
秦
の
地
は
チ
里
に
過
ぎ
ざ
り

よ

き
。
陛
下
四
紳
璽
明
聖
広
頼
り
(
海
内
を
卒
定
し
、
費
夷
を
放
逐
し
、
日
月
の
照
す
所
、
賓
服
せ
ざ
る
は
莫
し
。
諸
侯
を
以
て
郡
勝
主
震

し
、
人
人
自
ら
安
楽
し
、
戦
争
の
患
い
無
く
、
之
れ
を
高
世
に
俸
え
ん
と
す
。
上
古
自
り
陛
下
の
威
徳
に
及
ぽ
ざ
ら
ん
、
と
。
始
皇
悦

ぶ
。
博
士
費
入
淳
子
越
進
み
之
日
く
、
巨
聞
く
、
股
周
の
王
た
る
こ
と
千
飴
載
、
子
弟
功
臣
を
封
じ
て
、
自
ら
枝
輔
と
矯
せ
り
、
と
。
今

:5 
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た

も

た

陛

下

海

内

を

有

つ

も

、

而

る

に

子

弟

は

匹

夫

震

り

。

輔

携

無

く

ん

ば

、

い
に
し
え

ゃ
。
事
古
を
師
と
せ
ず
し
て
而
も
能
く
長
久
な
る
者
は
、
聞
く
所
に
非
ざ
る
な
り
。
今
青
臣
又
面
誤
し
、
以
て
陛
下
の
過
ち
を
重
ね
ん

ふ

た

た

し

た

が

と
す
る
は
、
忠
臣
に
非
ざ
る
な
り
、
と
。
始
皇
、
其
の
議
を
下
す
。
丞
相
李
新
日
く
、
五
一
帝
は
相
復
び
せ
ず
、
三
代
は
相
襲
わ
ず
し
て
、

各
々
以
て
治
ま
る
は
、
・其
の
相
反
す
る
に
非
ず
し
て
、
時
祭
具
す
れ
ば
な
り
。
今
陛
下
大
業
を
創
め
、
寓
世
の
功
を
建
て
ん
と
す
c

固
よ

り
愚
儒
の
知
る
所
に
非
ず
。
且
つ
越
の
言
は
、
乃
ち
三
代
の
事
に
し
て
、
何
ぞ
法
る
に
足
ら
ん
や
、
と
。

『
史
記
』
巻
八
七
李
斯
列
停
に
も
ほ
ぼ
右
と
同
じ
内
容
の
記
事
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
博
士
僕
射
周
育
臣
等
、
始
皇
の
威
徳
を
周
期

に
わ卒

か
に
田
常
、

六
卿
の
臣
有
ら
ん
に
、

何
を
以
て
か
相
救
わ
ん

稽
す
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
周
青
臣
が
博
士
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
彼
は
郡
勝
制
を
は
じ
め
と
し
て
、
始
皇
帝
の
功
業
を

賛
美
し
て
い
る
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
法
家
者
流
の
博
士
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
他
方
、
淳
子
越
は
そ
れ
に
反
劃
し
て
、
股
周
時
代
の
封
建
制
の
復
活

を
進
言
し
た
博
士
で
あ

司一
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
李
斯
が
そ
の
反
謝
意
見
を
「
固
よ
り
愚
儒
の
知
る
所
に
非
ず
」
と
罵
倒
し
て
い
る
黙
を
指
摘
す

る
ま
で
も
な
く
、
淳
子
越
が
儒
家
に
属
す
る
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
淳
子
越
の
よ
う
に
、
始
皇
一
帝
の
面
前
で
堂
々
と
儒
家
的

-6-

な
自
設
を
開
陳
で
き
る
博
士
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
嘗
時
の
政
界
が
決
し
て
法
家
一
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
護
言
を
契
機
に
護
生
し
た
い
わ
ゆ
る
焚
書
令
の
方
策
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
博
士
官
の
職
す
る
所
に
非
ず
し

い
た

ま

じ

て
、
天
下
に
敢
て
詩
書
百
家
の
語
を
蔵
す
る
者
有
ら
ば
、
悉
く
守
尉
に
詣
し
、
雑
え
て
之
れ
を
焼
か
ん
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文
中

に
た
だ
博
士
所
臓
の
「
詩
書
百
家
」
の
典
籍
だ
け
は
例
外
と
見
な
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
秦
火
の
厄
を
売
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
始

皇
帝
の
治
世
下
に
お
け
る
儒
家
者
流
の
博
士
の
身
濯
に
は
、
そ
の
影
響
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

事
賞
、
嘗
時
、
始
皇
帝
は
阿
房
宮
の
完
成
を
直
前
に
ひ
か
え
、

さ
ら
に
東
巡
し
て
舎
稽
山
に
周
期
徳
碑
を
建
立
す
る
こ
と
を
議
定
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
封
調
書
に
、

「
此
れ
に
由
り
て
儒
生
を
細
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、

た
と
え
泰
山
封
調
に
さ
い
し
て
儒
者
が

庇
斥
さ
れ
る
と
い
う
前
例
が
あ
ア
た
に
せ
よ
、
落
慶
や
建
碑
を
目
前
に
し
て
、

儒
家
的
な
博
士
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、

い
ぜ
ん
と
し
て
始
皇
帝
は
有
職
故
賞
巴
精
通
す
る
(
は
ず
の
)

『
北
堂
書
紗
』
の
博
士
の
項
に
『
耳
目
中
興
書
』

を
引
い
て
、



「
郭
嘆
言
う
、
秦
の
博
士
は
教
職
を
典
り
、
瞳
儀
の
寄
る
所
な
り
、
と
」
と
い
う
一
文
が
参
考
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
始
皇
本
紀
』
の
一
二

た
だ

十
五
年
(
前
二
一
二
)
の
僚
に
、
「
博
士
七
十
人
あ
る
と
難
も
、
特
員
に
備
わ
る
の
み
に
し
て
用
い
ら
れ
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
七

十
人
の
博
士
の
中
に
は
、
淳
子
越
と
同
様
に
、
儒
家
に
属
す
る
事
者
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
旬

子
』
彊
園
篇
を
見
る
と
、
昭
王
の
末
年
に
秦
を
訪
れ
た
萄
子
は
、
秦
相
鷹
侯
す
な
わ
ち
活
雄
に
劃
し
て
、
「
秦
の
短
と
す
る
所
」
と
し
て
、

「
殆
ど
儒
の
無
」
い
黙
を
奉
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
三
世
紀
前
半
の
戦
園
秦
の
園
情
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
れ
以
後
ほ
ぼ
速
く
な
い
始
皇

帝
の
時
代
に
、
い
か
に
儒
家
的
な
博
士
が
急
増
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
努
舞
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

J

も
ち
ろ
ん
嘗
時
の
秦
に
置
か
れ
た
博
士
は
、

ー'iI

始
皇
本
紀
b 

の

十

た
だ
法
家
や
儒
家
の
事
者
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
始
皇
祭
し
ま
ず
。
博
士
を
し
て
仙
異
人
の
詩
を
矯
ら
し
む
」
と
あ
り
、
ま
た
『
准
南
子
』
道
臆
訓
の
高
誘
注

「
畳
敷
は
燕
の
人
。
秦
始
皇
召
し
て
以
て
博
士
と
震
し
、
神
仙
を
求
め
し
む
」
と
あ
る
博
士
は
拘
お
そ
ら
く
紳
仙
思
想
に
密
接
す
る
事
者

た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
三
十
七
年
。
型
二

O
〉
の
篠
に
、
『
始
皇
、
夢
に
海
神
と
戦
い
、
人
の
肢
の
如
し
。
占
夢
博
士
に
問
う
」
と
あ
る
よ

う
に
、

一博
士
刀
中
に
は
夢
占
い
を
専
門
と
す
る
人
物
も
存
在
し
た
ら
し
い
。
『
漢
書
』
巻
三

O
華
文
志
諸
子
略
名
家
の
項
に
、
「
糞
公
、
四
篇
、

(

7

)

 

名
は
庇
、
秦
の
博
士
た
り
」
と
あ
る
黄
抵
は
、
お
そ
ら
く
名
家
に
分
類
さ
れ
得
る
博
士
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
各
種
雑
多
な
博
士

が
存
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
漢
代
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
始
皇
帯
の
治
世
下
に
お
け
る
博
士
宮
の
濁

自
性
や
特
色
が
存
在
し
た
と
い
う
ζ

と
が
で
き
る
。

六
年
会
則
一
一
一
一
一
)
の
僚
に
、

- 7ー

つ
い
で
三
世
皇
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
三
人
の
博
士
が
牧
集
さ
れ
る
。
一
人
は
『
史
記
』
巷
九
九
叔
孫
遁
列
俸
に
、

叔
孫
逼
は
醇
の
人
な
り
。
秦
の
時
、
文
撃
を
以
て
徴
さ
れ
、
博
士
に
待
詔
ず
。
数
歳
に
し
て
陳
勝
伶
山
東
に
起
こ
る
。
使
者
以
て
聞
す
。

い

か

ん

。

二
世
、
博
士
、
諸
儒
生
を
召
し
て
、
問
う
て
日
く
、
楚
の
成
卒
、
新
を
攻
め
て
陳
に
入
る
。

司公
に
於
い
て
如
何
、
と
。
博
士
、
諸
生
三
十

す

す

。

飴
人
前
み
て
日
く
、
:
:
:
、
と
。
遁
ち
叔
孫
逼
に
烏
二
十
匹
、
衣
一
襲
を
賜
い
、
拝
し
て
博
士
と
震
す
。

~

と
記
さ
れ

i

る
叙
孫
遁
で
、
陳
勝
(
渉
)
・
長
贋
の
蹴
の
起
こ
っ
た
二
世
皇
帝
一
の
元
年
(
前
二
O
九
)
に
、
博
士
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

別
の

7 



8 

人
は
同
巻
一
一
二
儒
林
列
停
H
伏
生
俸
に
、

伏
生
は
済
南
の
人
な
り
。
故
秦
の
博
士
た
り
。
孝
文
一
帝
一
の
時
、
能
く
向
書
を
治
む
る
者
を
求
め
ん
と
欲
す
る
も
、
天
下
に
有
る
無
し
。
乃

ち
伏
生
の
能
く
治
む
る
を
聞
き
、
之
れ
を
召
さ
ん
と
欲
す
。
是
の
時
、
伏
生
年
九
十
徐
、
老
い
て
行
く
こ
と
能
わ
ず
。

と
述
べ
ら
れ
る
伏
生
で
、
『
向
書
正
義
』
巻
一
の
疏
に
、
「
名
は
勝
、
秦
の
二
世
の
博
士
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
典
擦
は
不
明
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
二
世
皇
帝
年
聞
の
博
士
の
一
人
に
教
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
前
者
の
叔
孫
遁
は
、
「
秦
の
時
、
文
事
を
以
て
徴
さ
れ
、
博
士
に
待
詔
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
文
事
」
の
資
格
の
所
有
者
と
し

て
登
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
文
筆
と
は
、
『
韓
非
子
』
五
霊
篇
に
儒
者
の
撃
間
と
し
て
非
難
さ
れ
、
ま
た
『
盟
観
論
』
復
古
第
六
に

「
拘
儒
」
と
別
稿
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
、
儒
家
的
な
教
養
や
そ
の
持
主
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
事
賞
、
秦
の
滅
亡
後
に
あ
ら
た
め
て
漢
の
高
祖
に
任
用
さ
れ
た
叔
孫
逼
は
、
『
史
記
』
同
俸
の
末
尾
に
、
「
太
史
公
日
く
」
と

し
て
、
「
卒
に
漢
家
の
儒
宗
と
震
る
」
と
ま
で
揚
言
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
儒
家
に
属
す
る
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
し
か
も
陳
勝
の
憲
兵
と
い
う
よ
う
な
園
家
の
一
大
事
の
出
来
に
さ
い
し
て
、
二
世
皇
一
一
帝
が
こ
の
叔
孫
逼
を
筆
頭
に
、
他
の
博
士

(

8

)

 

や
儒
生
一の
意
見
を
聴
聞
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
狩
野
直
喜
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
嘗
時
)
彼
ら
儒
者
が
い
か
に
重
用
さ
れ
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

- 8一

l 年

「
向
書
を
治
」
め
た
事
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
事

貧

『
史
記
』
巻
一

O
一
電
錯
列
俸
と
儒
林
列
俸
の
隻
方
に
1

『
漢
書
』
喜
文
志
六
襲
略
書
の
項
に
、
『
史
記
』
同
俸
と
同
じ
く
、
伏
生
は
向
書
を
「
壁
臓
」
し
た
が
一
漢
の
興
起
後
)
わ
ず
か
に
そ
の

〈

9
〉

「
二
十
九
篇
を
得
」
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
に
五
躍
の
中
の
特
定
の
一
極
の
み
に
立
脚
す
る
い
わ
ゆ
る
専
経
博
士
が

ま
た
後
者
の
伏
生
は
、

出
現
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

「
羊
子
、

お
そ
ら
く
そ
の
濫
鱒
は
こ
の
秦
末
の
尚
書
事
者
伏
生
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
篇
、
百
章
は
故
秦
の
博
士
」
と
あ
る
よ
ラ
に
、
秦
の
博
土
の
中

一
方
、
そ
の
正
確
な
年
代
は
不

明
で
あ
る
が
、
同
様
に
『
漢
書
』
義
文
志
諸
子
略
儒
家
の
項
に
、

に
は
、
儒
家
に
分
類
さ
れ
る
著
作
を
遣
す
無
名
の
事
者
も
存
在
し
て
い
た
。

-



博
士
官
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
巻
四
七
孔
子
世
家

に
、
孔
子
の
子
孫
の
「
子
慎
、
鮒
を
生
む
。
年
五
十
七
l

、
陳
王
捗
の
博
士
と
震
り
、
陳
の
下
に
死
す
」
と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
巻
八
一
孔
光

俸
に
も
、
「
鮒
一
ー陳
捗
の
博
士
と
震
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
様
に
『
史
記
』
よ儒
林
列
俸
の
太
史
公
の
序
文
に
、
「
陳
渉
の
王
た
る

や
、
魯
の
諸
儒
、
-
孔
子
の
櫨
器
を
持
し
)
往
き
て
陳
王
に
揮
す
。
是
に
於
い
て
、
孔
甲
、
陳
渉
の
博
士
と
漏
り
、
卒
に
渉
と
倶
に
死
す
」
と

記
さ
れ
、
ま
た

-『
聾
識
論
』
褒
賢
第
一
九
に
、
「
孔
甲
、
渉
の
博
士
と
震
り
ー
卒
に
倶
に
陳
に
死
し

1

4

天
下
の
大
笑
と
帰
れ
り
」
と
ー瑚
ら
れ
て

い
る
。
孔
子
八
世
の
子
孫
孔
鮒
、
字
は
甲
が

e

、
博
士
と
し
て
陳
腸
に
仕
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
孔
手
の
事
統
か
ら
し
て
、
そ
の
博
士
が

儒
撃
を
専
門
と
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
付
言
す
る
ま
で
も
な
い
。

秦
末
の
陳
勝
・
果
慶
の
範
の
集
圏
の
中
に
も
寸

こ
の
よ
う
に
観
察
し
て
く
る
と
、
秦
代
で
は
、
始
皇
・
二
世
皇
帝
と
そ
の
末
期
の
混
凱
の
時
代
を
遁
じ
て
、
つ
ね
に
儒
撃
に
立
脚
す
る
博
士

が
置
か
れ
、
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
剣
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
や
や
も
す
れ
ば
秦
代
の
儒
事
は
、
い
わ
ゆ
る
秦
の
組
事
に
遭
遇
し
て
、

壊
波
的
打
撃
や
致
命
的
痛
手
を
蒙
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
事
責
は
そ
れ
と
は
反
謝
に
、
彼
ら
の
多
く
は
博
士
と
し

て
傘
重
さ
れ
、
し
ば
し
ば
朝
廷
の
大
議
や
皇
帝
の
諮
問
に
闘
興
し
て
、
儒
事
に
も
と
づ
く
護
言
を
行
う
な
ど
、
他
の
事
涯
に
全
く
例
を
見
な
い

:-:-9= 

活
躍
を
一示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
儒
撃
を
主
瞳
と
す
る
博
士
官
が
出
現
し
、
そ
の
主
流
を
占
め
る
に
い
た
る
の
は
、
す
で
に
秦
に
そ
の
先
脱
が

あ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
石
う
。

.'前
漢
景，い

も帝 1.:
工以「
前 l 、

の守
博
士
官

ま
ず
前
漢
の
創
業
期
に
は
、
初
代
高
担
と
つ
ぎ
の
恵
帯
広
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
叔
孫
逼
と
孔
子
裏
の
二
人
が
、
漢
初
の
博
士
と
し
て
名
を
残

し
て
い
る
。
前
者
の
叔
一孫
逼
は
、
上
掃
の
『
史
記
』
叔
孫
遁
到
停
巴
よ
る
と
、
二
世
皇
一
帝
が
'「
拝
し
て
博
士
と
震
」
し
た
が
、
漢
高
二
年
(一前

二

O
五
)
に
「
漢
に
降
」
っ
た
の
ち
に
、
再
び
「
漢
王
、
叔
孫
逼
を
奔
し
て
博
士
と
篤
し
、
白
河稜
嗣
君
と
競
」
し
た
事
者
一で
あ
る
。
ま
た
後
者
の

孔
子
裏
は
、
同
孔
子
世
家
に
よ
る
と
、
孔
「
鮒
の
弟
子
裏
、
年
五
十
七
、
嘗
だ
孝
恵
皇
帝一
の
博
士
と
震
り
、
濯
り
て
長
沙
太
停
と
震
る
」
と
記

9 
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さ
れ
、

『
漢
書
』
孔
光
俸
に
も
、

「
孝
恵
の
博
士
、
長
沙
太
停
と
震
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
孔
子
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
叔
孫
逼
が
か
っ

て
の
二
世
皇
帝
の
博
土
で
あ
り
、
孔
子
裏
が
陳
勝
の
博
士
で
あ
っ
た
孔
鮒
の
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漢
代
の
博
士
宮
は
基

本
的
に
は
秦
代
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
纏
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
文
一
帝
一
の
時
代
に
な
る
と
、
博
士
に
闘
し
て
左
の
七
種
の
記
事
を
列
奉
唱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

み

ず

か

。

〈
文
一
帝
十
六
年
)
夏
四
月
、
文
一
一
帝
親
ら
溺
滑
の
舎
に
奔
し
、
以
て
滑
陽
の
五
一
帝
に
郊
見
す
。
・
:
・
:
而
し
て
博
士
、
諸
生
を
し
て
六
経
を

刻
り
て
王
制
を
作
ら
し
め
、
巡
狩
、
封
輔
の
事
を
謀
議
す
。

さ

き

ど

ろ

し

さ

み

の

∞
、
(
後
元
年
)
詔
し
て
日
く
、
問
者
数
年
、
比
り
に
登
ら
ず
。
叉
水
皐
、
疾
疫
の
災
有
り
。
股
甚
だ
之
れ
を
憂
う
。
:
:
:
其
れ
丞
相
、
列

た

す

し

た

が

侯
、
吏
二
千
石
、
博
士
と
之
れ
を
議
し
、
以
て
百
姓
を
佐
く
可
き
者
有
ら
ば
、
意
に
率
い
思
い
を
遠
く
し
、
隠
す
所
有
る
無
か
れ
、
と
。

(
『
史
記
』
巻
二
八
封
調
書
)

(
『
漢
書
』
巻
四
文
帯
紀
〉

- 10ー

あ

ら

ま

局
、
十
五
年
、
黄
龍
成
紀
に
見
わ
る
。
天
子
乃
ち
復
た
魯
の
公
孫
臣
を
召
し
、
以
て
博
士
と
帰
す
。
土
徳
の
事
を
申
明
す
。
(
『
史
記
』
巻
一

O

孝
文
本
紀
、
同
封
澗
書
、
同
巻
九
六
張
丞
相
列
停
〉

倒
、
廷
尉
乃
ち
言
う
、
買
生
年
少
く
し
て
、
頗
る
諸
子
百
家
の
書
に
遁
ず
、
と
。
文
帯
召
し
て
以
て
博
士
と
帰
す
。

(
『
史
記
』
巻
八
四
買
生
列

停
、
同
巻
一
二
七
日
者
列
俸
)

た
だ

伺
、
孝
文
一
帝
の
時
、
天
下
に
尚
書
を
治
む
る
者
無
し
。
・
濁
聞
く
、

済
南
の
伏
生
の
み
故
秦
の
博
土
に
し
て
、

向
書
を
治
む
、

と

年
九
十

品
跡
、
老
い
て
徴
す
可
か
ら
ず
。
乃
ち
太
常
に
詔
し
、
人
を
し
て
往
き
て
之
れ
を
受
け
し
む
。
太
常
〈
且
唱
〉
鎗
を
遭
わ
し
、
尚
書
を
伏
生
の

た
て
ま
つ

所
に
受
け
て
還
ら
し
む
。
因
り
て
便
宜
の
事
を
土
り
、
書
を
以
て
稽
設
す
。
(
『
史
記
』
巻
一

O
一
一
種
錯
列
俸
〉

詔
し
て
以
て
太
子
舎
人
、
門
大
夫
と
矯
し
、
博
士
に
遁
す
。
(
『
漢
書
』
巻
四
九
趣
錯
停
)

た

だ

。

内
、
申
公
の
み
濁
詩
鰹
を
以
て
訓
を
震
し
以
て
敬
う
。
:
:
:
弟
子
の
博
士
と
震
る
者
十
徐
人
。

一〈
『
史
記
』
儒
林
列
俸
H
申
公
停
)

会

Mee

，、hH

文
帯
の
時
、
申
公
の
詩
を
痛
む
る
こ
と
最
も
精
L
き
を
聞
き
、
以
て
博
士
と
矯
す
。
:
:
:
申
公
、
博
士
と
漏
る
も
、
官
を
失
い
野
客
に



ま

障
い
て
蹄
り
、
復
た
以
て
中
大
夫
と
震
る
。
(
『
漢
書
』
巻
三
六
建
元
王
停
〉

伯、

-韓
生
は
燕
の
人
な
り
。
孝
文
帝
の
時
、

一博
士
と
震
る
。
:
:
J
韓
生
、
詩
の
一
意
を
推
し
、
而
し
て
内
外
の
俸
数
高
言
を
鋳
る
。

偶
林
列
停
H
'緯
生
停
〉

〈『史記』

以
上
の
各
文
章
か
ら
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
ニ
黙
が
抽
出
さ
れ
る
。
第
一
は
、
付
・
∞
の
記
事
の
示
す
よ
う
に
、
こ
の
嘗
時
の
博
士
た
ち
が
、

「
巡
守
、
封
樟
」
の
「
謀
議
」
に
加
わ
り
、
丞
相
ら
の
高
官
と
と
も
に
、
圏
内
の
災
害
を
め
ぐ
る
皇
一
一
帝
の
諮
問
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
酷
で
あ

る
。
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
秦
の
博
士
官
は
皇
帝
披
の
創
定
を
め
ぐ
る
禽
議
に
出
席
し
、
泰
山
封
輔
の
一
一部
一に
随
伴
し
て
い
た
が
、
こ
の

よ
う
な
制
度
や
慣
行
は
文
一
帝
の
こ
ろ
に
復
活
し
て
い
る
。

第
二
は
、
秦
初
の
雑
多
な
博
士
の
存
在
と
相
遣
し
て
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
儒
家
以
外
の
博
士
が
委
を
治

L
、
し
か
も
特
定
の
経
典
を
専
業

と
す
る
博
士
が
輩
出
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
恵
一
帝
以
前
の
時
代
は
、
伏
生
を
唯
一
の
伺
外
と
し
て
、
た
だ
『
博
士
と
鋳
る
」
と
紹

介
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
博
士
が
一
瞳
い
か
な
る
経
典
を
得
意
と
し
て
い
た
の
か
、
一
切
特
定
さ
れ
な
い
の
が
逼
例
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

嘗
時
、
漢
土
徳
設
を

ι

唱
え
た
局
の
公
孫
臣
や
た
だ
「
諸
子
百
家
の
書
に
遁
ず
」
と
記
さ
れ
る
の
み
の
伺
の
買
誼
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
の
専

-11ー

経
を
確
定
し
得
な
い
博
士
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
事
寅
で
あ
る
。
し
か
し
伺
の
電
錆
は
向
書
、
付
の
申
公
(
培
)
は
魯
詩
、
帥
の
韓
生
(
嬰
〉

は
韓
詩
を
得
一意
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
一
帝
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
書
・
詩
の
よ
う
な
一
経
の
み
を
専
門
と
す
る
博
士
が
任
用
さ
れ
る
傾
向
が
芽

生
え
、
し
か
も
そ
れ
が
J

し
だ
い
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
着
取
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
先
秦
以
来
の
博
士
宮
の
沿
革
を
跡
付
け
て
く
る
と
、
こ
の
文
一
一
帝
時
代
を
分
岐
黙
と
し
て
、
そ
の
制
度
の
上
に
、
過
渡
期
や
幾
革

期
と
も
い
う
べ
き
一
時
期
が
費
生
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
史
料
の
中
か
ら
も
か
い
開
見
る
こ
と
が

で
会
』
る
。

第
一
の
史
料
は
、

『
漢
書
』
巻
三
六
楚
元
王
停
H
劉
歓
停
で
、
そ
の
「
移
太
常
博
士
書
」
に
、

孝
文
皇
帝
に
至
り
て
、
始
め
て
掌
故
の
朝
(
量
〉
錯
を
し
て
伏
生
に
従
い
て
向
書
を
受
け
し
む
。
尚
書
秒
め
て
屋
壁
よ
り
蹴
る
や
、
朽
折

11 



12 

げ

ん

。

散
絶
せ
り
。
今
其
の
書
は
見
在
す
る
も
、
時
の
師
は
惇
え
て
謹
む
の
み
。
詩
始
め
て
蔚
芽
す
。
天
下
の
衆
書
往
々
に
し
て
頗
る
勘
で
、
皆

諸
子
停
設
な
り
。
猶
贋
く
事
官
に
立
て
、
震
に
博
士
を
置
け
り
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
孝
文
皇
帝
」
の
時
代
に
な
っ
て
、

「
尚
書
初
め
て
屋
壁
よ
り
出
」
た
り
、

「詩
始
め
て
蔚
芽
」
す
る
に

い
た
っ
た
こ
と
が
、

「
初
」
と
「
始
」
の
二
字
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
こ
と
は
書
や
詩
に
の
み
限
定
し
て
は
じ
め
て
博
士
が
専
任

さ
れ
た
と
い
う
、

嘗
時
の
鰹
撃
の
趨
勢
に
割
腹
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
、
皆
諸
子
俸
設
な
り
。
猶
贋
く
事
官
に
立
て
、
矯
に
博
士
を
置
け
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
嘗
時
に
お
け
る
博
士
制
度
の
活
滋
な
展

そ
し
て
こ
の
時
代
に
、

片
天
下
の
衆
霊
園
往
々
に
し
て

頗
る
出

聞
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
信
内
容
の
嘗
否
は
と
も
か
く
、
前
漢
末
期
の
事
者
劉
歓
が
、
文
帝
時
代
を
博
士
制
度
の
一
轄
期
と
見
な
し

て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

第
二
の
史
料
は
、
趨
岐
「
孟
子
題
僻
」
で
あ
る
。

た
だ

孝
文
皇
帝
一
、
:
:
:
論
語
、
孝
経
、
孟
子
、
爾
雅
に
皆
博
士
を
置
く
J

後
に
停
記
博
士
を
罷
め
て
、
濁
五
経
を
立
て
り
。

こ
こ
に
は
「
天
下
の
衆
書
往
々
に
し
て
頗
」
出
し
た
と
い
う
右
の
劉
散
の
護
言
内
容
と
一
服
あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、

(

叩

〉

の
各
典
籍
に
博
士
官
が
置
か
れ
た
と
す
る
記
述
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
後
漢
最
末
期
の
経
事
者
趨
岐
に
と
っ
て
も
、
支
一
一
帝

時
代
は
博
士
が
活
滋
に
新
設
さ
れ
た
一
劃
期
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
と
も
に
博
士
の
設
置
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
前
漢
・
後
漢
の
末
期
の
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
記
事
の
中
に
、
武
一
帝
に
よ
る
五
経
博
士
の
設
置
を
明
記
し
た
文
章
が
全
く
一
示
さ
れ
て
い
な
い

『
論
語
』
以
下

- 12ー

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

最
後
に
第
三
の
史
料
は
、

『
後
漢
書
』
巻
四
八
翠
酷
俸
に
見
え
る
左
の
上
言
の
一
簡
で
あ
る
。

初
め
(
翠
〉
輔
の
大
匠
と
焦
る
や
、
上
言
す
、
孝
文
皇
帝
妙
か
わ
一
U
紗
骨
か
わ
置
い
。
武
帝
大
い
に
天
下
の
書
を
合
し
、
市
し
て
孝
宣
六

ま
す

経
を
石
渠
に
論
ぜ
り
。
事
者
滋
々
盛
ん
に
し
て
、
弟
子
高
も
て
敷
う
、
と
。

」
こ
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
孝
文
皇
帝
始
め
て
五
経
博
士
を
置
く
」
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

『
漢
書
』
武
一
帝
紀
の
記
事
と
員



(

江

)

向
か
ら
封
立
L
て
、
意
外
に
も
支
一
一
帝
が
五
経
博
士
を
開
設
じ
た
と
「
上
言
」
さ
れ
て
い
る
ご
と
で
あ
る
。

もこ
の
文
一
帝
治
下
の
五
経
博
主
の
設
置

と
い
う
異
説
は
、
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
問
題
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
小
論
の
最
後
に
再
び
燭
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

儒
皐
の
経
典
'の
中
の
一
程
に
精
通
す
る
事
者
を
も
ち
て
博
士
に
採
用
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
つ
ぎ
の
景
一
一
帝
治
世
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
著
し

く
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
史
記
』
儒
林
列
俸
に
-
記
述
さ
れ
る
つ
ぎ
の
三
名
の
儒
者
の
経
歴
は
、
そ
の
よ
う
な
動
向
を
如
寅
に
反
映
し
た

好
例
と
か
り
て
よ
い
。

ωリ
ス
清
河
主
m
M

太
停
韓
国
生
は
斉
の
人
な
り
。
詩
を
治
む
る
を
以
て
、
孝
景
の
時
、
博
士
と
震
る
。

白
、
董
仲
静
は
贋
川
の
人
な
り
。
春
秋
を
治
む
る
を
以
て
、
孝
景
の
時
、

'博
士
と
鋳
る
。

局、
e

胡
母
生
は
湾
の
人
な
り
同
孝
景
の
時
、
博
士
と
鋳
る
も
、
老
い
た
る
を
訟
主
購
り
之
教
授
す
ヲ
賓
の
春
秋
を
言
う
者
は
、
多
〈
胡
母
生

・に
受
ソ
ヘ
。

こ
れ
ら
三
つ
の
文
中
、

博
士
に

ー13~ 

付
の
韓
国
生
は
詩
(
斉
詩
)
、
同
の
董
仲
野
と
日
開
の
胡
母
生
は
と
も
に
春
秋
(
公
羊
停
)
の
専
門
家
と
し
て
、

選
任
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
史
記
』
儒
林
列
俸
の
序
文
に
、
「
太
史
公
日
く
L

と
し
て
、

然
る

e

に
孝
文
一
帝
一
、
本
よ
'り
刑
名
の
言
を
好
む
。
孝
景
に
至
る
に
及
ん
で
、
儒
者
に
任
ぜ
ず
。
而
し
て
貸
太
后
も
叉
責
老
の
術
を
好
む
。
故

に
諸
博
士
は
皆
員
に
備
わ
り
て
聞
い
を
待
ち

1
-

未
だ
準
む
者
有
ら
ず
。

i

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
右
の
三
名
以
外
に
も
、
嘗
時
、
無
名
で
所
属
経
典
の
不
明
の
寸
諸
博
士
」
が
、
数
多
く
存
在
し
て
い
た

こ
と
は
推
測
に
か
た
く
な
い
ブ
し
が
し
景
帝
時
代
の
博
士
と
し
て
、
『
史
記
』
儒
林
列
俸
に
立
侍
さ
れ
る
ほ
ど
の
事
者
が
、
「
:
;
・
を
治
む
る

を
以
て
、
:
:
:
博
士
と
震
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
所
依
の
経
典
と
閥
聯
づ
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
博
士
と
一
定
の

経
典
と
の
相
関
性
が
顕
在
化
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
博
士
の
就
官
が
よ
う
や
く
慣
例
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
を
物
語
る
、も
の
で
あ

あ
う
。

13 

以
上
に
概
観
じ
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
そ
の
要
黙
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
博
士
と
い
う
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官
職
自
瞳
は
、
す
で
に
先
秦
時
代
に
二
、
三
の
園
々
に
置
か
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
あ
ら
た
め
て
秦
に
も
縫
承
さ
れ
て
、
各
種
多
数
の
博
士
を

輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
始
皇
帝一
時
代
の
淳
子
越
や
二
世
皇
帝
時
代
の
叔
孫
逼
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
中
に
は

儒
家
に
属
す
る
博
士
が
存
在
し
、
園
家
の
大
議
や
皇
帝
の
垂
聞
に
参
興
す
る
な
ど
、
彼
ら
の
意
見
や
針
策
が
傘
重
さ
れ
、
採
用
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
か

司
た。

第
二
に
、
前
漢
に
お
い
て
も
、
建
園
嘗
初
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
儒
家
出
身
の
博
土
が
重
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
儒
家
的
な
博
士
宮
に
は
、
嘗
初

は
必
ず
し
も
一
定
の
鰹
典
に
依
接
す
る
事
者
の
み
が
登
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
文
・
景
二
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
詩
・
書
・
春
秋

の
い
ず
れ
か
一
鰹
を
家
法
と
す
る
撃
者
が
、
そ
の
経
典
名
に
特
定
さ
れ
て
選
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
一
般
化
し
、
し
だ
い
に
定
則
化
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
以
上
の
二
離
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
論
貼
を
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
ニ
黙
に
関
聯
し
て
、

お
の
.
す
か
ら
つ
ぎ
の
二
つ
の
問
題
が
涯
生
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

- 14ー

る
そ
の
一
に
、
逼
設
の
よ
う
に
、
も
し
武
帝
が
建
元
五
年
に
儒
撃
を
基
本
と
す
る
五
経
博
士
を
設
置
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
く
に
儒

撃
を
偏
重
し
て
、
そ
の
た
め
に
博
士
の
官
職
を
新
設
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
秦
や
漢
初

に
お
い
て
も
、
儒
者
は
他
涯
の
事
者
に
は
見
ら
れ
な
い
高
い
慮
遇
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
こ
の
時
貼
に
お
い
て
、
儒
家
的
な

博
士
が
は
じ
め
て
一
獲
し
て
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
五
鰹
博
士
の
設
置
と
い
う
制
度
は
、
嘗
来
の
博

士
制
度
を
改
獲
し
て
、
儒
撃
の
経
典
の
中
で
五
種
類
の
経
典
、
す
な
わ
ち
五
経
の
み
を
限
定
的
に
選
別
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
に
該
嘗
す
る

事
者
を
博
士
に
任
命
す
る
と
い
う
方
策
を
確
立
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
に
、
す
で
に
景
帝
の
時
代
ま
で
に
、
詩
・
書
・
春
秋
の
三
経
各
自
に
博
士
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

一
鰹
専
門
の
博
土

の
徴
用
と
い
う
慣
行
は
、
武
一
帝
時
代
の
創
案
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
蔑
さ
れ
た
問
題
は
、
武
帝
が
既
存
の
右
の
三
経
以
外

に
、
別
に
新
た
に
易
と
曜
の
二
鰹
を
選
定
し
、
賓
際
に
そ
れ
ら
に
博
士
を
補
任
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
、
い
わ
ば
単
純
な
存
否
論
に
間
着
す



る
。
要
す
る
に
五
経
博
士
の
設
置
と
は
、
創
設
で
は
な
く
改
制
で
あ
り
、
一
一
一
鰹
に
劃
す
る
こ
経
博
士
の
追
加
と
い
う
問
題
に
壷
き
る
の
で
あ

は
た
し
て
三
鰹
以
外
の
経
典
の
博
士
一
に
指
名
さ
れ
た
人
物
が
被
覆
さ
れ
て
、

一文
字
ど
お
り
五
経

る
。
そ
れ
で
は
武
一
帝
と
そ
れ
以
降
の
時
代
に
、

博
士
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

四

前
漢
武
帝
以
降
の
博
士
官

一
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
漢
代
の
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
建
元
五
年
の
営
時
、
現
貧
に
博
士
に
在
官
し
て
い
た
こ
と
が
確
寅
観

さ
れ
る
事
者
は
一
人
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
貧
で
あ
る
。
こ
の
駐
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ま
ず
詩
博
士
の
該
嘗
者
の
貼
橡
か
ら
は
じ
め
る
こ

と
に
し
た
い
。

『
史
記
』
儒
林
列
停
H
韓
生
俸
を
見
る
と
、

是
れ
自
り
の
後
、
而
し
て
燕
越
の
開
、
詩
を
言
民
ノ
者
は
韓
生
に
由
る
。
韓
生
の
孫
一
一
薦
、
ー
今
上
の
博
士
と
信
用
る
。

ど
略
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
韓
嬰
の
孫
の
韓
-
商
が
「
今
上
」
す
な
わ
ち
武
一
帝
時
代
の
詩
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

三
O
卒
準
書
に
、

一
方
、
同
巻

- 15ー

是
に
於
い
て
博
士
橋
大
、
徐
優
等
を
遭
わ
し
、
曹
を
分
か
ち
て
郡
園
を
循
行
し
、
粂
井
の
徒
、
守
相
の
吏
ハ
利
)
を
爵
す
者
を
牽
げ
し
む
。

と
あ
り
、
『
盟
蟻
論
』
刺
復
第
一

O
に
、
「
博
士
裕
泰
、
徐
僅
等
、
明
詔
を
承
け
、
節
を
建
て
て
俸
を
馳
せ
、
郡
園
を
巡
省
す
」
と
あ
っ
て
、

こ
の
記
事
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
こ
に
橋
大
ハ
泰
)
と
と
も
に
重
出
す
る
徐
僅
は
、
『
漢
書
』
巻
六
回
下
終
軍
俸
に
、
「
元
鼎
中
、
博
士
徐
信
、

め

ぐ

た

だ

。

使
し
て
風
俗
を
行
る
」
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
『
史
記
』
儒
林
列
停
H
申
公
俸
に
よ
る
と
、
「
猫
詩
鰹
を
以
て
訓
を
爵
し
以
て
敬
う
」
と

さ
れ
る
文
一
帝
時
代
の
詩
博
士
申
培
の
弟
子
で
あ
勺
、
そ
の
「
弟
子
の
博
士
と
震
る
者
十
徐
人
」
の
中
の
一
人
に
あ
た
る
か
ら
、
彼
が
元
鼎
年
間

15 

前
後
の
詩
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
ぽ
確
買
で
あ
る
。
他
方
、

武
一
一
帝
の
元
封
七
年
に
至
り
て
、
漢
輿
り
て
百
二
歳
。

『
漢
書
』
巻
一
二
上
律
暦
志
上
を
見
る
と
、

・:
是
の
時
、
御
史
大
夫
見
寛
、

鰹
衡
に
明
ら
か
な
り
。

上
遁
ち
寛
に
詔
し
て
日
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た
つ
と

く
、
博
士
主
共
に
、
今
宜
じ
く
何
を
以
て
正
朔
と
篤
し
、
服
色
は
何
を
上
ぶ
べ
き
か
を
議
す
べ
し
、
と
。
寛
、
博
士
勝
等
と
議
す
。

と
あ
る
が
、
文
中
の
「
博
士
賜
」
が
魯
賜
を
指
す
'
と
す
る
な
ら
ば
、
同
儒
林
俸
H
H
申
公
停
に
よ
る
と
、
彼
も
ま
た
申
培
の
弟
子
の
一
人
で
、

ち
に
東
海
太
守
に
遜
進
し
た
撃
者
で
あ
る
か
ら
、
元
封
七
年
(
前
一

O
四
)
嘗
時
の
詩
博
士
の
-一
員
に
加
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

の

つ
ぎ
に
書
博
士
の
就
任
者
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
と
、
ま
ず
張
生
の
名
が
塞
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
史
記
』
儒
林
列
俸
H
伏
生
俸
を
見
る
と
、

伏
生
、
済
南
の
張
生
及
び
欧
陽
生
に
教
う
。
・
:
・
張
生
も
亦
博
会
と
震
る
。
而
し
て
伏
生
の
孫
、
向
昏
を
治
む
る
を
以
て
徴
き
る
る
も
、

明
ら
か
隠
す
る
能
わ
ず
。

と
略
述
さ
れ
る
だ
け
で
、
彼
が
い

つ
博
士
に
任
命
さ
れ
た
か
剣
然
十と
し
な
い。

し
か
し
そ
の
前
後
の
文
脹
か
ら
張
湯
や
見
寛
と
ほ
ぼ
同
時
代
人

』で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
張
生
は
山
間
書
事
者
伏
生
の
弟
子
と
し
て
、
武
一
帝
年
聞
に
書
博
士
に
就
任
し
た
一
人
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

つ
い
で
同
じ
書
博
士
と
し
て
、
孔
延
年
・
孔
安
園
の
兄
弟
が
奉
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
、

〈
孔
)
武
、
延
年
及
び
安
園
を
生
む
。
安
園
、
今
の
皇
帝
の
博
士
と
信
用
り
、
臨
准
太
守
に
至
る
。

「
安
圏
、
延
年
、
皆
向
書
を
治
む
る
を
以
て
、
武
一
帝
の
博
士
と
震
る
」
と
記
さ
れ

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
漢
書
』
孔
光
俸
に
よ
る
と
、

F
O
 

句

i

て
い
る
か
ら
、
こ
の
ば
あ
い
延
年
を
含
め
て
、
彼
ら
二
人
が
と
も
に
嘗
時
の
書
博
士
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
よ
う
に
孔
子

の
子
孫
が
も
っ
ぱ
ら
書
に
よ
っ
て
博
士
陪
任
命
さ
れ
て
い
る
ニ
と
は
、
嘗
時
少
な
く
と
も
五
経
の
中
で
は
向
書
が
孔
家
の
鰹
皐
の
中
心
を
占
め

て
い
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
春
秋
博
士
の
在
官
者
を
調
査
す
る
と
、
『
史
記
』
巻
一
一
一
一
卒
津
侯
列
俸
に
、

丞
相
公
孫
弘
は
賓
の
菅
川
園
欝
豚
の
人
な
り
。
:
:
:
年
四
十
徐
に
し
て
、
乃
ち
春
秋
の
雑
設
を
撃
ぶ
。
後
母
を
養
い
て
孝
謹
な
り
。
建
元

元
年
、
天
子
初
め
て
位
に
聞
く
や
、
賢
良
文
撃
の
士
を
招
く
。
是
の
時
、
弘
年
六
十
。
徴
さ
れ
て
賢
良
を
以
て
博
士
と
震
る
。

と
記
さ
れ
る
公
孫
弘
の
存
在
が
掌
げ
ら
れ
る
。
文
中
に
「
春
秋
の
雑
設
を
撃
ぶ
」
と
あ
り
、
ま
た
同
儒
林
俸
H
董
仲
野
俸
に
、

秋
を
治
む
る
こ
と
董
仲
静
に
如
か
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
彼
の
就
任
し
た
博
士
の
系
統
が
春
秋
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
「
董
仲

「
公
孫
弘
、

春



脅
の
弟
子
の
逐
ぐ
る
者
」
と
さ
れ
る
衛
大
は
、
前
掲
の
『
史
記
』
卒
準
書
や
『
瞳
織
論
』
刺
復
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
、
詩
博
士
の
徐
僅
と
と

も
に
博
士
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
ぼ
あ
い
は
董
仲
脅
の
弟
子
と
い
う
関
係
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
事
問
系
統
が
春
秋
(
公
羊
俸
)
で
あ
っ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
な
お
『
筆
陽
園
志
』
巻
二
局
士
山
に
、
「
武
一
帝
一
時
代
に
博
士
と
震
」
司
た
と
さ
れ
る
張
叔
除
、

-
「
春
秋
-
章
一
句
を
作
る
」
と
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
嘗
時
の
春
秋
博
士
の
一
人
に
加
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
，
武
帝
年
聞
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
前

の
時
代
と
同
様
に
、
詩
・
書
・
春
秋
の
三
鰹
に
配
置
さ
れ
た
博
士
官
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
具
瞳
的
な
氏
名
を
検
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
あ
ら
た
め
て
易
・
瞳
エ
経
院
関
聯
す
る
博
士
の
存
否
応
つ
い
て
検
詮
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
易
に
つ
い
て
は
、

E 司

史

記
」
儒
林
列
停
刊
揚
何
俸
に
見
え
る
つ
ぎ
の
一
節
に
注
目
さ
れ
る
。

孔
子
卒
し
て
、
商
屋
、
易
を
停
う
る
こ
と
六
世
。
薦
入
国
何
、
字
は
子
荘
に
至
る
。
而
し
て
漢
興
る
や
、
回
何
、
東
武
の
人
王
同
子
仲
に

俸
A
Y
。
子
仲
、
音
川
の
人
楊
何
に
俸
う
。
何
は
易
を
以
て
元
光
元
年
徴
さ
れ
て
、
官
は
中
大
夫
に
至
る
。
斉
λ
閉
塞
成
、
易
を
以
て
城
陽

相
に
至
る
。
贋
川
の
人
孟
但
、
易
を
以
て
太
子
門
大
夫
と
震
る
。
魯
の
人
周
覇
、
菖
の
人
衡
胡
、
臨
音
の
人
主
父
信
、
皆
易
を
以
て
二
千

石
に
至
る
。

- 17ー

以
下
五
名
の
人
物
は
、

そ
の
師
弟
関
係
は
や
や
煩
雑
で
あ
る
が
、

t

要
す
る
に
楊
何
が
「
易
を
以
て
元
光
元
年
徴
さ
れ
て
、
官
は
中
大
夫
に
至
L

い
ず
れ
も
「
易
を
以
て
」
、
城
陽
相
・
太
子
門
大
夫
・
二
千
石
に
就
官
し
た
と
惇
え
ら
れ
て
い
る
が
、 っ

て
以
来
、
聞
墨
成

そ
こ
に
は
博
士

を
治
む
る
を
以
て
漢
の
中
大
夫
と
震
る
」
と
あ
り
、

に
任
命
さ
れ
た
形
跡
の
あ
る
人
物
を
一
名
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
巻
六
七
仲
尼
弟
子
列
俸
に
よ
る
と
、

そ
こ
に
元
光
と
元
朔
と
い
う
文
字
の
異
聞
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、

「
(
楊
〉
何
、

元
朔
中
、
易

中
大
夫
に
就
任
し
た
と
さ
れ
る
黙
に
獲
り
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
楊
何
が

「
易
を
言
う
者
は
楊
何
の
家
に
本
づ
く
」
と
さ
れ
る
斯
事
の
擢
威
で
あ
っ
た
楊
何
で
す

ら
、
こ
の
よ
う
に
建
元
五
年
直
後
の
時
代
に
、

「
易
を
以
て
:
:
:
徴
さ
」
れ
な
が
ら
、
易
博
士
で
は
な
く
中
大
夫
に
就
任
し
た
と
記
述
さ
れ
る

の
み
で
あ
る
。

17 

つ
い
で
曜
に
つ
い
て
は
、

可
史
記
』

l

儒
林
列
俸
に
見
え
る
つ
ぎ
の
'文
章
が
参
考
に
さ
れ
る
。
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諸
々
の
挙
者
多
く
櫨
を
言
う
。
而
し
て
魯
の
高
堂
生
最
た
り
。
:
:
:
孝
文
帯
の
時
、
徐
生
、
容
を
以
て
躍
官
大
夫
と
震
る
。
子
に
俸
え
、

頗
る
能
く
す
る
も
、
未
だ
善
か
ら

ず
。
襲
、
容
を
以
て
漢
の
躍
官
大
夫
と
震
り
、
贋
陵
内
史
に
至
る
。
延
及
び
徐
氏
の
弟
子
公
戸
満
意
、
桓
生
、
単
次
、
皆
幣
て
漢
の
躍
官

孫
の
徐
延
、
徐
裏
に
至
る
。
裏
、
其
の
天
委
善
く
容
を
帰
せ
ど
も
、

躍
経
に
通
ず
る
能
わ
ず
。

延

大
夫
た
り
。

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
文
一
帝
時
代
に
徐
生
が
躍
官
大
夫
に
就
任
し
て
以
来
、

そ
の
孫
の
徐
嚢
や
延
を
は
じ
め
と
し
て
、
公
戸
瀬
一
意
以
下
の
事

者
が
い
ず
れ
も
瞳
官
大
夫
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
瞳
官
大
夫
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
や
『
績
漢
書
』
百
官
志
な
ど

(

ロ

〉

に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
職
掌
や
官
秩
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
巻
五
景
一
帝
紀
の
景
一
帝
元
年
(
前
一
五
六
〉

「其
れ
丞
相
、
列
侯
、
中
二
千
石
、
薩
官
と
櫨
儀
を
具
し
て
奏
せ
よ
」
と
あ
り
、
ま
た
同
武
一
帝
一
紀
の
元
朔
元
年
(
前
二
一
八
〉

「
其
れ
中
二
千
石
、
躍
官
、
博
士
と
奉
げ
ざ
る
者
の
罪
を
議
せ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
躍
官
と
は
文
字
ど
お
り
躍
に
闘
す

十
月
の
敷
令
に
、

十
一
月
の
詔
書
に
、

る
官
位
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

し
か
も
博
士
と
匡
別
し
て
併
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
躍
官
大
夫
を
博
士
と
同
一
の
官
名
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
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ぃ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
薩
を
言
い
、
:
:
:
瞳
鰹
に
逼
ず
」
る
事
者
は
、
そ
れ
に
相
麿
す
る
初
任
官
と
し
て
、
躍
官
大
夫
に
命
じ
ら

(日〉

れ
る
の
が
、
嘗
時
の
一
般
的
な
官
途
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
多
少
単
調
な
引
謹
に
終
始
し
て
き
た
が
、
要
す
る
に
武
一一
帝
時
代
の
博
士
官
と
し
て
そ
の
存
在
が
ほ
ぼ
確
寅
観
さ
れ
る
の
は
、
詩
の
韓

-
商
・
徐
僅
・
魯
賜
、
書
の
張
生

・
孔
延
年
・
孔
安
園
、
春
秋
の
公
孫
弘

・
諸
大
ら
合
計
八
名
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
に
劃
し
て
、
た
だ
易
と
瞳

の
ば
あ
い
の
み
は
、
博
士
に
任
命
さ
れ
た
と
明
記
さ
れ
る
事
者
は
一
例
も
検
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
も
し
武
帝
時
代
に
五
経
に

配
営
さ
れ
る
博
士
制
度
が
確
立
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
詩

・
書
・
春
秋
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
易
・
躍
二
鰹
の
博
士
の
氏
名
が
、
史
書
に

そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
の
が
嘗
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
同
じ
『
史
記
』
と
い
う
史
料
の
中
で
、
前
三
者
に
は
確
貧
に
博
士
に
就

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
嘗
時
、

任
し
た
事
者
た
ち
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
二
者
に
は
そ
の
事
実
が
全
く
謹
明
さ
れ
得
な
い
の
は
、

は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
博
士
官
が
寅
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
劃
し
て
、
あ

一瞳、

な
ぜ
で



ら
た
め
て
再
検
討
す
べ
き
絵
地
老
残
す
結
果
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
疑
問
に
封
し
て
、
納
得
の
い
く
十
分

な
説
明
を
な
し
得
な
い
か
ぎ
り
、
建
元
五
年
に
お
け
る
五
経
博
士
の
開
設
と
い
う
『
漢
書
』
武
一
帝
紀
の
記
事
は
、
t

無
批
剣
に
こ
れ
を
容
認
す
る

」
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
武
一
帝
一
年
聞
に
お
け
る
博
士
の
設
置
情
況
は
、

か
。
ま
ず
詩
・
書
J

春
秋
の
各
博
土
に
つ
い
て
、
順
衣
そ
の
存
否
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
の
昭
一
帝
時
代
に
入
る
と
、
ど
の
よ
う
な
獲
化
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

『
史
記
』
巻
二

O
建
元
以
来
侯
者
年
表
の
巻
末
に
付
載
さ
れ
る
補
少
孫
の
補
を
見
る
と
、

奈
義
、
家
は
温
に
在
り
(
故
韓
詩
を
師
受
し
て
博
士
と
篤
り
、
大
勝
軍
の
幕
府
に
給
事
す
J
:
:
:
昭
一
一
帝
に
韓
詩
を
授
け
、
御
史
大
夫
と
篤

る。

e
H
γ
γ

お
さ

「
詔
し
て
能
く
韓
詩
を
痛
む
る
者
を
求
」
め
て
い
た
昭
一
帝
に
劃
し
て
、
詩
を
「
準
授
」
し
た
と

『
漢
書
』
巻
六
六
察
義
俸
に
も
、

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
奈
義
は
韓
詩
を
も
っ
て
詩
博
士
に
任
命
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。

「
章
賢
、

一家
は
魯
に
在
り
。
詩
、
種
、

と
記
さ
れ
、

ま
た
右
と
同
じ
椿
少
孫
の
補
に
、

尚
書
に
逼
じ
、
博
士
と
篤
り
一て
授
く
。

魯
の
大
儒
な
り
」
と
あ
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『
漢
書
』
巻
七
三
章
賢
俸
に
、

2
5
賢
は
人
と
震
り
質
朴
、
少
く
し
て
篤
く
撃
に
志
ざ
さ
ん
と
欲
し
、

d

品
兼
ね
て
種
、
街
宣
閏
に
逼
ず
。
詩
を
以
て
教
授
し
、
郷
魯
の
大
儒

と
競
稽
せ
ら
る
c

徴
さ
れ
て
博
士
と
震
り
、
中
に
給
事
し
、
進
ん
で
昭
一
帝
に
詩
を
授
く
ι

と
あ
る
か
ら
、
躍
と
尚
書
に
「
粂
逼
」
し
て
い
た
と
し
て
も
、
?
章
賢
が
昭
一
帝
時
代
の
詩
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
?
同
儒
林
俸
H

「
章
賢
は
詩
を
治
め
、
博
士
大
江
公
及
び
許
生
に
事
う
。
:
:
:
是
れ
に
由
り
て
魯
詩
に
孝
氏
の
皐
有
り
」
と
見
え
る
の
も
、
v

彼
の

り申
公
俸
に
、

専
門
が
魯
詩
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

19 

と
い
う
記
事
が
見
出
さ
れ
る
が
、

さ
ら
に
同
儒
林
俸
H
H
寝
丘
公
江
俸
に
、
「
回
収
丘
江
公
は
穀
梁
春
秋
及
び
詩
を
魯
の
申
公
よ
り
受
く
。
子
に
停
え
、
孫
に
至
り
て
博
士
と
震
る
」

博
士
江
生
に
事
う
」

『
後
漢
書
』
巻
二
五
卓
茂
俸
を
見
る
と
、

「
(
卓
)
茂
、

元
一
帝
一
の
時
に
長
安
に
事
び
、
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「
江
生
は
魯
人
江
翁
な
り
。
昭
一
帝
の
時
に
博
士
と
矯
り
、
魯
詩
の
宗
と
競
せ
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

寝
丘
江
公
の
孫
の
証
翁
も
ま
た
昭
一
帝
治
世
の
詩
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

嘗
然
、
霊
園
に
も
ま
た
博
士
が
存
在
し
た
こ
と
が
誼
関
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
漢
書
』
巻
七
五
夏
侯
勝
俸
を
見
る
と
、
彼
は

「少
く
し
て
孤
。

撃
を
好
み
、
(
夏
侯
〉
始
昌
に
従
い
て
尚
書
及
び
洪
範
五
行
俸
を
受
く
O
i
-
-
徴
さ
れ
て
博
士
、
光
旅
大
夫
と
震
る
。
た
ま
た
ま
昭
一
帝
崩
ず
」

と
略
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
儒
林
俸
リ
夏
侯
勝
俸
に
、
「
是
れ
に
由
り
て
向
書
に
大
小
夏
侯
の
事
有
り
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夏
侯
氏

は
書
を
師
法
と
す
る
儒
者
の
一
人
で
あ
る
か
ら
、
夏
侯
勝
が
「
昭
一
一
帝
尉
」
御
以
前
に
、
そ
の
書
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

一
方
、
同
孔
光
俸
を
見
る
と
、
上
記
の
「
(
孔
)
安
圏
、
延
年
、
皆
向
書
を
治
む
る
を
以
て
、
武
一
帝
の
博
士
と
震
る
」
と
い
う
先
祖
の
事
統

を
縫
承
し
て
、

「(孔
〉
覇
も
亦
向
書
を
治
め
、
太
停
夏
侯
勝
に
事
え
、
昭
一
帝
の
末
年
、
博
士
と
震
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
孔
覇
も

ま
た
昭
一
帝
時
代
の
書
博
士
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
同
儒
林
俸
N
H
欧
陽
生
俸
に
、
そ
の
「
曾
孫
高
、
子
陽
に
至
り
て
博
士
と

鋳
る
」
と
記
さ
れ
る
欧
陽
高
も
、
お
そ
ら
く
営
時
の
書
博
士
の
中
に
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
春
秋
博
士
に
つ
い
て
検
索
す
る
と
、
同
巻
七
一
疏
贋
俸
に
、
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と
あ
っ
て
、

そ
の
李
賢
注
に
、

疏
康
、
字
は
仲
翁
、
東
海
蘭
陵
の
人
な
り
。
少
く
し
て
撃
を
好
み
、
春
秋
に
明
ら
か
な
り
。
家
居
し
て
教
授
し
、
事
者
遠
方
自
り
至
る
。

徴
さ
れ
て
博
士
、
太
中
大
夫
と
震
る
。
地
節
三
年
、
皇
太
子
を
立
つ
る
や
、
丙
士
ロ
を
選
び
て
太
停
、
贋
を
少
停
と
篤
す
。

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
略
歴
以
外
に
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
博
士
・
太
中
大
夫
を
へ
て
、
宣
帝
初
年
の
地
節
三
年
(
前
六
七
〉
に

少
停
に
昇
準
し
て
い
る
官
歴
か
ら
推
測
す
る
と
、
疏
贋
は
昭
一
帝
一
末
年
の
春
秋
博
士
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
で
は
易
と
瞳
の
ば
あ
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
易
に
つ
い
て
は
、
嘗
時
に
お
け
る
博
士
の
存
在
を
灰
示
す
る
最
初
の
記
事
が
一
例

見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
『
漢
書
』
儒
林
停
H
丁
寛
俸
を
見
る
と
、

丁
寛
、
字
は
子
裏
、
梁
の
人
な
り
。
初
め
梁
の
項
生
、

回
何
に
従
い
て
易
を
受
く
。
時
に
寛
、
項
生
の
従
者
と
震
る
も
、

易
を
謹
む
こ
と

ふ
せ

精
敏
に
し
て
、
材
は
項
生
に
遁
ぐ
。
:
:
:
景
一
一
帝
の
時
、
寛
、
梁
孝
王
の
将
軍
と
帰
り
、
呉
楚
を
距
ぎ
、
丁
将
軍
と
競
せ
ら
る
。
易
読
三
高



言
を
作
る
も
、
訓
故
し
て
大
誼
を
奉
ぐ
る
の
み
。
今
の
小
一
章
句
是
れ
な
り
。
寛
は
同
郡
揚
の
回
王
孫
に
授
け
、
王
孫
は
施
館
、
孟
喜
、
梁

丘
賀
に
授
く
。
是
れ
に
鉱
り
て
、
易
に
施
、
孟
、
梁
丘
の
撃
有
り
。

と
記
さ
れ
、
つ
ぎ
に
同
施
偉
俸
に
、
「
(
施
)
儲
、
重
子
篤
り
し
と
き
、
回
王
孫
に
従
い
て
易
を
受
く
。
後
に
館
、
長
陵
に
徒
る
。
回
王
孫
の

ま

お

博
士
と
震
る
や
、
復
た
従
い
て
業
を
卒
ゆ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
田
王
孫
な
る
人
物
が
易
博
士
に
就
任
し
た
ら
し
い
一
節
が
は
じ
め

て
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
る
と
、
丁
寛
↓
回
王
孫
↓
施
儲
・
孟
喜
・
梁
丘
賀
と
い
う
易
の
事
統
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

の
回
王
孫
の
弟
子
の
一
人
に
あ
た
る
梁
丘
賀
は
、
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
下
に
よ
る
と
、
宣
一
帝
中
期
の
神
届
室
二
年
(
前
五
九
〉
に
少
府
に
任
命

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
岡
谷
八
八
儒
林
停
H
H
梁
丘
賀
俸
に
は
、
「
(
京
〉
房
、
出
で
て
湾
郡
太
守
と
震
る
や
、
〈
梁
丘
〉
賀
、
更
め
て
国
王
孫
に

事
う
。
宣
管
の
時
」
云
々
と
い
う
一
節
も
見
受
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
た
だ
こ
れ
ら
の
記
事
の
み
か
ら
正
確
な
年
時
を
擬
定
す
る
こ
と
は
困
難

(
H
)
 

で
あ
る
が
、
鈴
木
由
次
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
彼
が
易
博
士
に
就
任
し
た
の
は
、
昭
一
帝
時
代
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
事
賞
、
回
王
孫

は
『
史
記
』
に
立
俸
さ
れ
な
い
撃
者
で
あ
る
か
ら
、
易
に
は
じ
め
て
博
士
官
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
早
く
色
も
昭
帯
の
在
世
中
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

q
t
u
 

躍
に
博
士
が
設
け
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
も
、
昭
一
帝
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
。
す
な
わ
ち
同
儒
林
俸
H
后
蒼
停

)后
蒼
、
字
は
近
君
、
東
海
郷
の
人
な
り
。
夏
侯
始
昌
に
事
う
。
始
昌
は
五
経
に
通
じ
、
蒼
も
亦
詩
、
撞
に
遁
じ
て
博
士
と
震
る
。
少
府
に

至
り
、
翼
奉
、
f

粛
望
之
1

匡
衡
に
授
く
ω

と
あ
る
后
蒼
(
倉
)
の
博
士
就
任
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
た
だ
后
蒼
が
「
詩
、
躍
に
通
じ
て
博
士
と
震
る
」
と
記
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
寅
際
に
彼
が
詩
・
薩
い
ず
れ
の
博
士
に
任
命
さ
れ
た
の
か
は
剣
然
と
し
な
い
。
し
か
し
向
華
文
志
六
華
略
瞳
の
項

に
、
月
漢
興
る
や
、
魯
の
高
堂
生
、
土
撞
十
七
篇
を
俸
う
o
l

孝
宣
の
世
に
詑
ぶ
ま
で
、
后
倉
最
も
明
ら
か
な
り
」
と
あ
り
、

「
劉
向
、
経
俸
を
典
校
し
、
異
同
を
考
集
し
て
云
う
」
と
導
言
さ
れ
て
、

ま
た
萄
悦
『
漢

「
宣
帯
の
時
、
少
府
と
信
用
る
。
后
倉

'21 

紀
』
巻
二
五
孝
成
皇
帝
一
紀
に
、
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最
も
躍
に
明
ら
か
な
り
と
漏
る
」
と
あ
る
よ
う
に

と
く
に
土
瞳
(
儀
雄
)
に
逼
廃
し
た
事
者
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

宣
一
帝
初
年
の
本
始
二
年
〈
前
七
二
)
の
僚
に
、
「
博
士
后
倉
、
少
停
と
震
る
」
と
記
さ
れ
、
ま

た
『
文
選
』
巻
六

O
任
彦
升

「
斉
寛
陵
文
宣
王
行
吠
」
の
注
所
引
の
「
七
略
」
に
よ
る
と
、
「
宣
皇
一
一
帝
の
時
、
射
穫
を
行
う
。
博
士
后
倉
之
れ

が
僻
を
帰
る
。
今
に
至
る
も
、
之
れ
を
記
し
て
、
曲
蓋
記
と
日
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
記
事
を
補
綴
す
る
と
、
お
そ

(
M
M
〉

ら
く
后
蒼
は
昭
一
帝
の
最
末
年
か
宣
一
帝
の
初
年
に
博
士
に
在
官
し
て
い
た
最
初
の
種
事
者
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
よ
い
。

彼
が
種
、

そ
し
て

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
下
に
よ
る
と
、

こ
の
よ
う
に
一
瞥
し
て
く
る
と
、

ほ
ぼ
易
と
嘩
に
立
脚
す
る
と
考
え
ら
れ
る
博
士
官
は
、

こ
れ
ら
田
王
孫
と
后
蒼
の
二
人
が
最
初
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
前
に
は
雨
鰹
に
指
名
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
博
士
官
は
、

一
名
も
検
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
の
示
す
か

ぎ
り
で
は
、
易
と
穫
に
は
じ
め
て
博
士
が
置
か
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
昭
一
一
帝
か
ら
宣
帝
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
前
漢
前
期
の
思
想
界
を
想
像
す
る
と
き
、
易
は
ま
だ
儒
家
の
経
典
と
し
て
十
分
隼
重
さ
れ
る
に
い
た
ら
ず
、
瞳
も
ま
た
つ
ね

に
典
擦
と
す
べ
き
経
典
の
歓
如
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
朕
態
に
あ
司
た
か
ら
、

」
の
よ
う
な
二
経
に
お
け
る
博
士
官
の
空
白
は
、
あ
る
い
は

- 22ー

蛍
然
の
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
嘗
時
の
儒
家
や
経
書
の
沿
革

・
寅
献
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
園
家
に
よ
っ
て
公
的
に
承
認
さ
れ
る
に
い
た
る
に
は
、
昭

・
宣
二
帯
の
時
代
に
お
よ
ぶ
儒
撃
の
整
備
や
熟
成
の
期
間

を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
か
ら
、
五
鰹
の
各
自
に
は
じ
め
て
明
確
に
博
士
が
出
揃
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
宣
一
一
帝
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
先
事

(

凶

〉

の
研
究
に
依
援
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
博
士
を
拾
集
す
る
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
十
七
名
を
列
奉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
括
弧
内
は
『
漢
書
』
の
列
停

を
示
す
。)

付
、
詩
|
|
義
情
(
章
賢
停
)
・
王
式

・
張
長
安
・
醇
康
徳
・
王
土
口
〈
以
上
、
儒
林
停
)
:
:
:
計
五
名

白
、
書
|
l
夏
侯
建
(
夏
侯
始
畠
停
、
儒
林
停
)
・
欧
陽
地
徐
・
林
傘

・
張
山
柑
(
以
上
、
偶
林
俸
)
:
:
:
計
四
名

旬
、
春
秋
||
貢
扇
(
貢
百
問
停
、
儒
林
俸
)
・
巌
彰
租
・
周
慶
・
丁
姓
(
以
上
、
儒
林
停
)
:
:
:
計
四
名



回
、
易

rl張
扇
(
張
属
停
)
・
施
儲
(
儒
林
惇
〉
:
:
:
計
二
名

伺
、
躍
|
|
后
蒼
・
戴
聖
(
以
上
、
儒
林
侮
)
:
・
:
計
二
名

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
十
七
名
の
中
に
は
、

は
た
し
て
嘗
時
寅
際
に
博
士
に
就
官
し
て
い
た
か
否
か
多
少
疑
問
の
あ
る
人
物
も
散
在
し
、
ま
た
嘗

し
か
し
少
な
く
と
も
『
漢
書
』
を
貼
検
す
る
か
ぎ
。
、
宣
一
帝
時

五
経
博
士
の
全
員
が
完
整
し
て
い
る
こ
と
を
確

然
右
の
列
患
に
記
名
の
漏
れ
た
博
士
の
一
一該
嘗
者
も
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

代
に
は
、
詩
・
書
・
春
秋
・
易
・
躍
の
各
経
に
、
そ
れ
ぞ
れ
例
外
な
く
博
士
官
が
配
置
さ
れ
、

認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

『
史
記
』
と
『
漢
書
』
を
中
心
に
、
文
一
一
帝
か
ら
宣
一
一
帝
に
い
た
る
各
一
一
帝
の
治
世
期
聞
に
、

一
定
の
経
典
の
博
士

に
指
名
さ
れ
た
経
歴
の
明
ら
か
な
人
物
を
再
整
理
オ
る
と
、

お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
圃
表
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

宣
帯
ま
で
の
前
漢
湾
士
一
覧
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つ
ぎ
に
景
一
帝
年
聞
に
そ
れ
ら
に

(
日
目
〉

新
た
に
春
秋
が
加
え
ら
れ
、
や
が
て
そ
れ
ら
を
継
承
し
て
、
武
一
帝
時
代
に
は
三
経
の
す
べ
て
に
博
士
官
が
常
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

右
表
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
と
す
る
よ
う
に
、

(

げ

〉

ま
ず
丈
一
帝
時
代
に
詩
・
室
盲
を
専
門
と
す
る
博
士
官
が
出
現
し
、

そ
し
て
つ
ぎ
の
昭
一帝一
年
聞
に
も
博
士
は
右
と
同
じ
く
三
経
各
自
に
存
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
易
・
薩
の
二
経
に
も
よ
う
や
く
そ
れ

ら
に
依
接
す
る
博
士
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
宣
帝
時
代
に
お
い
て
五
経
博
士
の
全
員
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
二
経
博
士
か
ら
出
裂
し
て
、
つ
ぎ
に
三
鰹
博
士
に
増
加
し
、
最
後
に
五
経
博
士
と
し
て
完
成
し
た
と
い
う
経
緯
が
看

取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
五
経
博
士
の
成
立
に
い
た
る
過
程
に
は
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
二
つ

の
事
賓
が
浮
彫
り
に
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
一
は
、
武
一
帝
時
代
に
博
士
が
設
置
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
賓
際
に
は
そ
れ
以
前
の
時
代
と
何
ら
異
な
る
こ
と
な
く
、
嘗
時

も
ま
た
単
に
前
代
以
来
の
三
経
各
自
を
中
心
と
す
る
博
士
が
置
か
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
逮
す
る

ま
で
も
な

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
検
誼
し
て
き
た
よ
う
に、

お
そ
ら
く
昭
一
帝
年
聞
に
回
王
孫
が
易
博
士
に
、

ま
た
そ
の
最
末
年
に
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く
、
も
し
武
一
帝
が
五
経
博
士
の
制
度
を
創
設
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
新
し
く
易
・
薩
の
二
経
に
博
士
を
増
設
し
た
と
い
う
誼
擦
の
片
鱗
が
認
め

后
蒼
が
躍
博
士
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
、

そ
れ
以
前
に
は
こ
れ
ら
雨
経
に
博
士
官
が
新
設
さ
れ
た
と
い
う
具
瞳
的
な
痕
跡
は
、
全
く
見
出
し
得
な

い
の
で
あ
る
。

『
奉
文
類
豪
』
巻
四
六
職
官
部
二
博
士
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
な
ど
に
、
文
一
帝
一
の
と
き
「
博
士
七
十
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘗
時
、

多
数
の
博
士
が
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
中
に
は
無
名
の
博
士
や
所
依
の
経
典
の
不
明
な
博
士
が
数
多
く
存
在

し
た
こ
と
は
十
分
に
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
く
り
か
え
し
て
強
調
す
る
と
、
武
一帝
を
含
む
以
前
の
各
一帝
の
時
代
に
、
少
な
く
と
も
五
経
の
中
で

た
だ
三
経
の
博
士
官
の
み
は
ほ
ぼ
各
治
世
中
に
見
出
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
る
二
鰹
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

そ
の
博
士
に
任
命
さ
れ
た
具

髄
的
な
人
物
を
一
名
も
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
結
果
は
、

一
韓
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

た
ま
た
ま
偶
然
に
そ
の
よ
う
な
結
果
が
史
書
に
蔑
さ
れ
た
ま
で
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
等
闘
に
付
す
べ
き
問
題
で
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
し



て
お
そ
ら
く
こ
の
事
責
は
、

f

武
一
一
帝
の
時
代
に
は
、
賓
際
上
、
詩
を
筆
頭
と
す
る
五
経
の
博
士
官
の
す
べ
て
が
、
未
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
を
間
接

的
に
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
第
二
は
、
昭
一
帝
の
晩
期
ま
で
に
易
博
士
と
躍
博
士
が
誕
生
す
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、

つ
ぎ
の
宣
帯
の
時
代
に
よ
う
や
く
五
経
各
自

を
背
景
と
す
る
博
士
全
員
が
併
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
漢
書
』
巻
八
宣
帯
紀
の
甘
露
三
年
m
前
五
一
〉
三
月
の
僚
に
見
え
る
つ
ぎ
の
記
事
で
あ
る
。
-

諸
儒
に
詔
し
て
五
経
の
同
異
を
講
ぜ
し
む
。
太
子
太
停
粛
望
之
等
、
其
の
議
を
卒
奏
す
。
上
親
ら
稽
制
し
て
決
に
臨
む
。
遁
ち
梁
郎
易
、

大
小
夏
侯
尚
書
、
穀
一梁
春
秋
に
博
士
を
立
て
り
。

こ
れ
は
ム
有
名
な
石
渠
閣
の
論
議
を
瑳
令
し
た
詔
殺
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
公
文
書
類
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
五
経
の
二
字
が

見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
議
に
参
加
し
た
二
十
二
名
の
事
者
の
う
ち
、
詩
の
張
長
安
・
醇
贋
徳
、
書
の
肱
陽
地
徐
・
林
傘
・
張
山
折
、
春

秋
公
羊
俸
の
巌
彰
組
、
同
穀
梁
俸
の
周
慶
・
丁
姓
、
易
の
施
館
、
種
の
戴
聖
の
計
十
人
は
、
園
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
嘗
時
の
博
士

で
あ

i

っ
た
こ
と
が
謹
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
舎
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
自
瞳
、

は
じ
め
て
「
五
経
の
異
同
」
に
つ
い
て
討
議
す
る
気
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運
が
生
じ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
そ
れ
ら
に
再
検
討
や
再
整
理
を
加
え
る
必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か

(

m

)

 

ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
五
鰹
博
士
の
制
度
は
名
賓
と
も
に
成
立
し
、
完
成
を
見
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

五

問
題
の
所
在
|
|
あ
と
が
き
|
|

〈

加

)

す
で
に
別
稿
に
お
い
て
考
察
を
試
み
た
よ
う
に
、
あ
ら
た
め
て
五
経
博
士
の
中
の
五
経
と
い
う
用
語
の
成
立
や
沿
革
に
つ
い
て
調
査
し
て
み

る
と
、
そ
こ
に
思
い
が
け
な
い
事
貨
に
遭
遇
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
一
は
、
先
秦
か
ら
前
漢
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
(
と
さ
れ
る
)
文
献
を
網

羅
し
、
そ
れ
ら
を
逐
一
貼
検
し
て
み
る
と
、
五
経
の
二
字
は
先
秦
・
漢
初
に
は
存
在
せ
ず
、
寅
は
前
漢
末
期
の
揚
雄
『
法
言
』
に
お
い
て
は
じ

め
て
出
現
す
る
用
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
は
、
『
漢
書
』
の
文
中
か
ら
、
制
詔
や
議
秦
の
よ
う
な
い
わ
ば
公
文
書
類

25 
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か
ら
直
接
轄
寓
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
記
事
を
渉
猶
し
、

そ
の
内
容
を
仔
細
に
吟
味
し
て
み
る
と
、
意
外
に
も
、

五
経
の
稽
謂
は
こ
の
石
渠
閣

の
論
議
の
敦
文
に
記
載
さ
れ
る
こ
字
を
も
っ
て
、
そ
の
寅
質
的
な
用
例
の
初
見
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
貼
か

ら
蹄
納
す
る
と
き
、

五
経
と
は
前
漢
後
牢
か
ら
末
期
に
か
け
て
成
立
し
、
と
く
に
後
漢
以
降
、

一
般
に
常
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
用
語
で
あ
る

と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
前
漢
の
宣
一
帝
時
代
ま
で
に
博
士
官
に
登
用
さ
れ
た
具
瞳
的
な
人
名
を
牧
集
し
、
そ
れ
ら
を
ほ
ぼ
年
代
順
に

整
理
し
て
み
る
と
、

そ
れ
ら
の
初
出
や
遁
増
の
様
相
は
、
あ
た
か
も
こ
の
五
経
の
用
語
の
出
現
や
獲
遜
と
撲
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
秦
漢
時
代
に
お
け
る
文
献
の
記
録
を
跡
付
け
て
み
る
と
、
最
初
は
六
経
の
用
語
に
の
み
濁
占
さ
れ
て
い
た
経
書
の
汎
稀
が
、
し

だ
い
に
五
鰹
の
そ
れ
に
取
っ
て
替
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

や
が
て
宣
一
帝一
の
こ
ろ
を
契
機
と
し
て
、

つ
い
に
五
経
が
六
経
よ
り
も
優

位
を
占
め
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
五
経
の
推
移
や
定
着
は
、

ち
ょ
う
ど
宜
帯一
時
代
に
五
経
博
士
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
動

向
と
一
致
符
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
酷
か
ら
あ
え
て
大
脂
に
護
言
す
る
な
ら
ば
、

五
経
の
用
語
が
未
成
立
で
あ
っ
た
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武
一
帝
時
代
に
、

五
経
を
冠
稽
す
る
博
士
制
度
が
創
設
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
瞳
、
き
わ
め
て
不
可
解
な
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

最
後
に
あ
ら
た
め
て
五
鰹
博
士
の
設
置
を
明
記
す
る
『
漢
書
』
武
一
一
帝
紀
の
嘗
該
記
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
指
摘
し

(

氾

〉

た
よ
う
に
、
ま
ず
最
初
に
留
一
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
注
目
す
べ
き
記
載
が
『
史
記
』
の
中
に
は
全
く
見
出
し
が
た
い
と
い
う
事
責
で
あ
る
べ

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
儒
林
列
俸
の
序
文
は
、
「
太
史
公
日
く
」
と
し
て
、
孔
子
を
鼻
組
と
し
て
儒
撃
の
歴
史
を
読
き
起
し
、
孟
子
・
萄
子
な

ど
の
事
統
を
た
ど
り
つ
つ
、
春
秋

・
戟
園
・

秦
を
へ
て
漢
に
い
た
る
儒
家
の
大
勢
を
締
論
し
た
の
ち
に
、

「
今
上
」
武
一
帝
蛍
時
に
お
け
る
そ
の

現
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
出
す
る
。

む
か

王
戚
の
層
、
儒
事
に
明
ら
か
な
り
。
而
し
て
上
も
亦
之
れ
に
郷
う
。
是
に
於
い
て
方
正
、
賢
良
、
文

壌
の
士
を
招
く
。
是
れ
自
り
の
後
、
詩
を
言
う
は
、
魯
に
於
い
て
は
則
ち
申
培
公
、
旗
門
に
於
い
て
は
則
ち
鞍
国
生
、
燕
に
於
い
て
は
則
ち

今
上
位
に
師
く
に
及
ん
で
、
越
箱
、



韓
太
停
、
尚
書
を
言
う
は
、
湾
南
の
伏
生
自
り
し
、
嘩
を
言
う
は
、
魯
の
高
堂
生
自
り
し
、
易
を
言
う
は
、
菅
川
の
回
生
自
り
し
、
春
秋

を
言
う
は
、

ー費
に
於
い
て
は
胡
母
生
自
り
し
、
越
に
於
い
て
は
董
仲
野
自
り
す
。

然
と
列
記
さ
れ
て
い
る
。

一
讃
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
詩

・
尚
書
・
薩
・
易
・
春
秋
の
五
つ
の
儒
撃
の
経
典
と
そ
れ
ら
を
家
事
と
す
る
奉
者
の
姓
名
が
整

五
名
が
博
士
に
就
任
し
た
人
物
た

し
か
も
こ
れ
ら
八
名
の
奉
者
の
う
ち
、

「
詩
を
言
う
」
申
培
を
は
じ
め
と
し
て
、

ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
で
逼
設
の
よ
う
に
、
も
し
こ
の
前
後
に
五
経
博
士
が
開
設
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
司
馬
遜
は
な
ぜ
こ
こ
に
儒
撃
の
確

立
を
記
念
す
べ
き
歴
史
的
な
制
度
を
明
記
し
な
か
司
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
嘗
時
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
周
知
の
事
寅
で
あ
っ
た
た
め
に
、
司
馬
遜

が
あ
え
て
そ
れ
を
省
筆
し
た
ま
で
で
あ
る
と
想
定
す
る
の
は
、
定
説
の
先
入
観
広
'左
右
さ
れ
た
不
自
然
な
解
律
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
史
記
』
巷
一
三

O
太
史
公
自
序
に
、
司
馬
談
が
子
の
這
に
あ
た
え
た
遺
言
の
中
に
、
「
今
、
漢
輿
り
て
海
内
一
統
す
。
明
主
、
賢
君
、
忠

ζ

お
も

臣、

一義
に
死
す
る
の
士
あ
り
。
余
、
太
史
と
漏
り
て
論
載
せ
ず
に
、
天
下
の
史
文
を
躍
す
る
こ
と
、
余
甚
だ
駕
れ
を
憧
る
。
汝
、
其
れ
念
え
よ

「
余
、
嘗
て
其
の
官
を
掌
る
も
、
明
聖
の
盛
徳
を
慶
し
て
載
せ
ず
、
功
臣
、
世
家
、
賢
大

や」
。
と
戒
め
ら
れ
、
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そ
れ
を
受
け
て
、
司
馬
遜
は
、

お
と

夫
の
業
を
滅
し
て
述
べ
ず
、
先
人
の
言
う
所
を
堕
さ
ば
、
罪
鷲
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
か
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
司
馬
遜
は
先
考

の
遺
訓
を
継
承
し
て
、

い皇
一
帝
は
も
と
よ
り
功
臣
・
大
夫
な
ど
の
功
業
を
遺
漏
な
く
書
き
留
め
る
こ
と
を
執
筆
の
基
本
方
針
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
事
賞
、
武
一
一
帝
の
晩
年
ま
で
に
叢
生
し
た
前
漢
の
重
要
な
で
き
ご
と
は
、
細
大
漏
ら
さ
ず
『
史
記
』
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
司
馬
遷
が
こ
れ
ほ
ど
儒
撃
の
趨
勢
に
密
接
す
る
五
経
博
士
、の
制
度
を
等
閑
覗
L
、
そ
れ
を
公
知
の
事
貧
と
見
な
し
て
特
筆
し
な
か
っ
た
な

ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
が
た
い
事
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
『
史
記
』
に
お
け
る
記
裁
の
飲
如
の
理
由
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
逼
設
の
硯
貼
か
ら
そ
れ
を
設
現
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、

い
な
か
司
た
と
理
解
す
る
方
が
、
論
理
的
、
重
謹
的
に
は
る
か
に
矛
盾
な
く
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
史
記
』
撰
述
の
嘗
時
、
寅
際
に
五
経
博
士
の
制
度
な
ど
は
存
在
し
て

既
遮
の
よ
う
に
、

ー劉
歓
〔
移
太
常
博
士
書
」
や
越
岐
「
孟
子
題
僻
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
一
一
帝
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
儒
撃
の
経
典
に
劃
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し
て
、
各
種
の
博
士
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
末
期
以
後
の
事
者
の
念
頭
に
は
、

お
そ
ら
く
博
士
設
置
の
活
滋
な
胎
動
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は
、
武
帝
よ
り
も
む
し
ろ
文
一
帝
の
時
代
に
比
重
が
置
か
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
前
掲
の
『
後
漢
書
』
翠
輔
俸
に
、

「
孝
文
皇
一
帝
、
始

ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
首
時
一
般
の
有
力
な
通
念
を
代
嬉
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う。

同
俸
に
よ
る
と
、
翠
繭
は
議
郎
・
侍
中
を
へ
て
高
第
・
第
一
の
成
績
を
も

っ
て
街
書
に
補
任
さ
れ
、
順
一
帝
一
時
代
に
光
蔽
大
夫
・
持
作
大
匠

め
て
五
経
博
士
を
置
く
」
と
明
記
さ
れ
る
一
節
は
、

に
昇
進
し
た
後
漢
後
期
の
事
者
で
あ
る
。
嘗
時
、

『
漢
書
』
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
か
ら
、

そ
れ
が
一
般
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、

い
わ
ば
文
教
政
策
に
つ

い
て
順
一
帝
に
説
い
た
公
的
な
「
上
言
」
の
中
で
、
武
一
一
帝
に
よ
る
五
経
博
士
の
設
置

設
と
根
本
的
に
相
違
す
る
護
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
漢
に
お
い
て
も
、

『
漢
書
』
の
記
載
が
必
ず
し
も
絶
劃
的
に
支
持
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
五
経
博
士
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
察
を
試
み
る
ば
あ
い
、
こ
の

程
輔
の
「
上
言
」
は
あ
ら
た
め
て
検
討
し
な
お
す
べ
き
最
重
要
の
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

れ
の
治
世
に
寅
現
し
た
と
す
べ
き
か
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
よ
っ
て
文

一一帝
年
聞
に
五
経
博
士
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
謹
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
制
度
が
文
一
帝
・
武
一
帝
の
い
.す

お
そ
ら
く
前
漢
末
期
か
ら
後
漢
一
代
に
か
け
て
、
す
で
に
暖
味
な
紋

そ
の
創
設
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
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態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
賞
、
す
で
に
鯛
れ
た
よ
う
に
、
劉
歓
や
越
岐
は
文
一
帝
時
代
を
博
士
官
の
護
展
期
の
一
っ
と
見
な
し
な
が

ら
、
そ
こ
で
は
肝
心
の
五
経
博
士
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
明
言
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
『
後
漢
書
』
を
見
る

と
、
巻
三
章
一
一
帝
紀
の
建
初
四
年
(
七
九
〉
十
一
月
の
篠
に
、
「
漢
、
暴
秦
を
承
け
て
儒
術
を
褒
顧
し
、
五
経
を
建
立
し
て
震
に
博
士
を
置
く
」

五
経
博
士
に
関
聯
す
る
文
章
一
が
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
中
に
も
、
建
元
五
年
に
お
け
る
五

と
あ
る
詔
教
を
は
じ
め
と
し
て
、

経
博
士
の
設
置
を
明
示
す
る
記
事
を
捜
し
出
す
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
五
経
博
士
の
制
度
は
、
そ
れ
と
明
確
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

い
つ
の
ま
に
か
徐
々
に
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
後
世
、
そ
の
具
瞳
的
な
出
費
黙
を
措
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
た

か
も
そ
れ
が
文
一
帝
・
武
一
帝
い
ず
れ
か
一
方
の
時
代
に
一
時
的
に
着
手
さ
れ
た
よ
う
に
確
定
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
後
世
の
人
々
の
加
上
的
な
臆

測
の
所
産
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
た
だ
『
漢
書
』
と
い
う
前
漢
一
代
の
正
史
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か



ら
、
武
一
帝
紀
や
百
官
公
卿
表
上
に
略
記
さ
れ
る
「
置
五
経
博
士
」
の
五
文
字
を
無
批
剣
に
信
用
し
、
そ
れ
を
一
方
的
に
是
認
し
て
こ
の
問
題
を

考
察
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
危
険
な
結
論
を
導
き
出
す
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
五
経
博
士
の
設
置
を
め
ぐ
る
関
聯
記
事

の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
他
に
別
に
異
設
を
擁
す
る
一
設
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
五
経
博
士
の
成
立
を
も
っ
て
、
前
漢
武
一
帝

時
代
に
お
け
る
儒
拳
の
興
隆
や
園
教
化
の
詮
左
と
見
な
し
、
古
代
一
般
の
鰹
拳
や
思
想
に
つ
い
て
立
論
す
る
よ
う
な
嘗
来
の
考
察
は
、
根
本
的

に
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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註(

1

)

小
論
「
儒
教
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
|
|
五
経
博
士
の
設
置
と
董

仲
揖
削
の
事
蹟
に
関
す
る
疑
義
|
|
」
(『
史
皐
雑
誌
』
七
六
|
一
、
一
九

六
七
年
〉
。
こ
の
論
文
は
四
半
世
紀
以
前
に
務
思
表
さ
れ
た
奮
稀
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
そ
の
論
旨
や
結
論
自
慢
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
お
訂

正
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
こ
れ
を
基
礎
に
い
わ
ゆ

る
前
漢
武
帯
時
代
に
お
け
る
儒
皐
の
園
激
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
再
検

討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

、本
稿
は
そ
の
た
め
の
準
備
的
な
試
論
の

一
部
で
あ
る
。

(

2

)

た
と
え
ば
日
本
人
に
よ
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
狩
野
直
喜
『
南

漢
聞
宇
術
考
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
木
四
年
)
九
「
武
帯
以
後
の
経
皐
」

に
、
「
漢
書
儒
林
惇
賛
に
、
『
初
書
唯
有
欧
陽
、
理
后
、
易
楊
、
春
秋

公
羊
而
己
』
と
い
っ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
武
脅
が
五
経
博
士
を
立
て
ら

れ
た
る
と
き
の
事
に
し
て
、
其
後
は
各
経
に
つ
き
て
皐
波
が
段
々
多
く

な
っ
て
居
る
」
〈
五
七
頁
〉
と
記
さ
れ
、
ま
た
武
内
義
援
『
中
園
思
想

史
』
(
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
八
巻
思
想
史
篇
一
所
枚
、
角
川
書
底
、
一

九
七
八
年
〉
に
、
「
武
脅
の
と
き
暴
官
に
立
て
ら
れ
た
五
経
博
士
は
楊

何
の
易
、
欧
陽
氏
の
尚
書
、
緩
回
生
の
斉
詩
、
后
倉
の
理
皐
お
よ
び
胡

傍
生
・
萱
仲
寄
の
公
羊
春
秋
の
五
経
で
あ
る
」
(
一

(
U
四
貰
〉
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
な
ど
が
、
そ
の
典
型
的
な
見
解
で
あ
る
。

(

3

)

博
士
官
、
と
く
に
五
経
博
士
の
設
置
や
歴
史
を
取
扱
っ
た
論
考
は
枚

掌
に
い
と
ま
な
い
が
、
こ
こ
で
は
皮
錫
瑞
『
経
皐
歴
史
』
ハ
同
予
周
註

棒
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
九
年
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
中
園
人

に
よ
る
比
較
的
古
い
研
究
と
し
て
、
張
金
吾
『
爾
漢
五
経
博
士
考
』

(
叢
書
集
成
初
編
所
枚
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
)
、
胡
乗
慶
『
漢

西
京
博
士
考
』
ハ
同
右
)
、
王
園
維
「
漢
貌
博
士
考
」
(
同
氏
『
観
堂
集

林
』
巻
四
所
枚
、
義
文
印
書
館
、
一
九
五
六
年
)
、
銭
穆
「
雨
漢
博
士

家
法
考
」
(
同
氏
『
雨
漢
経
皐
今
古
文
卒
議
』
所
段
、
東
大
圏
書
公

司
、
一
九
七
一
年
〉
、
顧
額
剛
「
博
士
官
」
(
同
氏
『
秦
漢
的
方
士
輿
儒

生
』
新
版
第
一
一
章
所
枚
、
一
九
七
八
年
〉
な
ど
が
あ
り
、
比
較
的
新

し
い
研
究
と
し
て
、
緩
義
俊
「
論
爾
漢
博
士
家
法
及
其
株
生
原
因
1

1

兼
及
爾
漢
経
皐
運
動
的
基
本
方
式
|
|
」
(
『
中
園
文
化
月
刊
』
一
一

六
、
一
九
八
九
年
〉
、
同
氏
「
論
雨
漢
博
士
家
法
|
|
兼
及
爾
漢
経
拳
運
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動
|
|
」
(
『
史
林
』
一
九
、
一
九
九
O
|
一
一
一
〉
、
同
氏
「
南
漢
博
士
家

法
株
生
原
因
論
略
」
(
『
史
林
』
一
一
一
、
一
九
九
一
一
〉
の
三
篇
の
ほ

か
に
、
張
漢
東
「
秦
漢
博
士
宮
的
設
置
及
其
演
奏
」
(
吉
林
大
皐
『
史
皐

集
刊
』
一
九
八
四
|
一
〉
、
林
耀
燐
「
西
漢
博
士
官
考
述
」
(
『
孔
孟
皐

報
』
五
九
、
一
九
九
O
年
)
、
貧
開
園
「
漢
代
経
聞
学
博
士
考
癖
」
(
『
中

園
史
研
究
』
一
九
九
三
1

一
一
)
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
日
本
人
に
よ
る
論
考
と
し
て
、
狩
野
直
喜
『
雨
漢
皐
術
考
』

(
前
掲
)
五
・
六
「
漢
初
の
博
士
(
上
〉

・
(
下
〉
」
な
ど
が
あ
り
、
醤

稿
に
制
到
す
る
批
剣
的
な
研
究
と
し
て
、
卒
井
正
土
「
漢
代
儒
皐
園
激
化

の
定
設
の
再
検
討
」
(
附
五
経
博
士
に
つ
い
て
の
一
解
稗
〉
(
『
杏
林
大

皐
轡
風
宇
部
教
養
課
程
研
究
報
告
』
三
、
一
九
七
六
年
〉
、
冨
谷
至
「
『
儒

教
の
園
数
化
』
と
『
儒
皐
の
官
準
化
』
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
七
|

四
、
一
九
七
九
年
)
、
佐
川
修
「
武
帝
の
五
経
博
士
と
董
仲
野
の
天
人

三
策
|
|
福
井
氏
の
所
設
に
謝
す
る
疑
義
|
|
」
(
同
氏
『
春
秋
皐
論

考』

E
第
四
章
所
枚
、
東
方
書
庖
、
一
九
八
三
年
〉
の
三
篇
を
あ
げ
て

お
き
た
い
。
な
お
引
用
す
る
論
考
は
、
の
ち
に
自
著
に
枚
録
さ
れ
た
ば

あ
い
は
、
そ
の
著
書
に
準
援
す
る
。
以
下
、
小
論
は
右
の
い
く
つ
か
の

研
究
か
ら
有
盆
な
示
教
を
得
て
い
る
が
、
自
設
の
考
誼
や
反
論
の
論
接

と
し
て
、
一
々
そ
れ
ら
を
注
記
し
な
い
ば
あ
い
が
多
い
こ
と
を
お
断
り

し
て
お
き
た
い
。

(
4
〉
右
註
所
引
の
各
氏
の
論
考
を
参
照
。

(

5

)

沈
欽
韓
『
漢
書
疏
誼
』
は
「
弟
子
二
字
盛
岡
街
文
」
と
し
、
侯
結
文

「爾
漠
博
士
之
選
試
」
(
同
氏
『
唐
宋
考
試
制
度
史
』
第
態
編
伍
所

段
、
肇
組
問
商
務
印
書
館
、
一
九
七
三
年
)
も
、
こ
こ
に
い
う
「
博
土

弟
子
」
の
弟
子
の
「
ニ
字
恐
係
其
街
文
也
」

る。

(
6
〉
秦
代
の
博
士
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
註
(
3
〉
所
引
の
張
漢
東
氏

論
文
の
ほ
か
に
、
斉
究
生
「
秦
博
士
制
度
輿
廷
議
」
(
『
大
陸
雑
誌
』
一

五
1

一
一
一
、
一
九
五
七
年
)
や
施
之
勉
「
秦
博
士
掌
遁
古
今
設
」
(
『
責

善
牢
月
刊
』
二
|
二
二
、
一
九
六
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(

7

)

註
(

3

)

所
引
の
張
漢
東
氏
論
文
は
、
畢
況
『
停
経
表
』
所
引
の
『
洞

冥
記
』
な
ど
を
調
査
し
て
、
以
上
の
ほ
か
に
、
李
克

・
桂
貞

・
圏
公
・

沈
途
の
四
名
の
秦
の
博
士
を
枚
拾
し
て
い
る
。

(
8
)

狩
野
直
喜
『
雨
漢
皐
術
考
』
(
前
掲
)
一
一
「
焚
書
と
院
儒
」
は
、

「
園
家
の
大
事
に
遇
ひ
、
其
意
見
を
聞
く
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、
相
山
富
に

此
輩
を
重
ん
ぜ
し
事
を
知
る
べ
し
」
(
一
七
頁
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
9
)

田
所
義
行
『
祉
曾
史
よ
か
ら
見
た
漢
代
の
思
想
と
文
間
半
の
基
本
的
性

格
の
研
究
|
|
五
経
と
韻
文
を
主
と
し
て
|
|
』
(
中
園
祭
術
研
究

舎
、
一
九
六
五
年
〉
第
二
章
「
焚
書
坑
儒
の
顛
末
」
は
、
秦
の
博
士
と

し
て
叔
孫
逼
と
伏
生
を
取
上
げ
、
彼
ら
の
言
動
を
批
剣
し
て
、
「
も
と

も
と
伏
生
の
向
書
所
蔵
そ
の
も
の
が
あ
や
し
い
」
(
一
三
六
頁
)
と
疑

問
視
し
て
い
る
。

(
叩
)
津
田
左
右
吉
『
儒
教
の
研
究
一
』
(
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
六
巻

所
枚
、
岩
波
書
庖
、
一
九
六
五
年
〉
第
一
篇
「
儒
教
成
立
史
上
の

一
側

面
」
は
、
こ
の
「
孟
子
題
僻
」
の
記
事
内
容
を
「
甚
だ
疑
は
し
い
」

(
一
O
頁
)
と
述
べ
、
逆
に
内
野
能
一
郎
『
今
文
古
文
源
流
型
の
研

究
』
(
東
京
数
育
大
祭
内
野
博
士
著
書
刊
行
舎
、
一
九
五
四
年
)
第
二

編
第
三
章
は
、

「
か
か
る
制
度
は
あ
る
べ
き
筈
」

(
一
七
O
頁
)
で
あ

(
四
四
八
頁
〉
と
し
て
い
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る
と
肯
定
し
て
い
る
。

(
孔
)
こ
の
「
五
経
博
士
」
を
「
一
経
博
士
」
に
作
る
版
本
が
俸
存
す
る

J

いか
、
前
者
の
「
五
経
」
が
正
し
い
こ
と
は
、
註
(
3
〉
所
引
の
狩
野
氏
論

文
お
よ
び
註
(

1

)

所
引
の
小
論
を
多
照
。

(
ロ
〉
沈
欽
緯
明
漢
書
疏
詮
』
に
、
「
博
士
、
大
白
夫
は
皆
雄
官
な
り
。
徐
生

に
連
な
る
。
故
に
麓
官
大
夫
と
穣
す
。
員
に
此
の
官
有
る
に
非
ず
」
と

あ
る
の
が
参
考
に
さ
れ
る
。

(
臼
〉
註
(
3
〉
所
引
の
銭
穆
氏
論
文
に
よ
る
と
、
「
則
ち
后
蒼
以
前
、
躍
を

治
む
る
者
は
多
く
善
く
容
を
信
用
し
て
経
に
遁
ぜ
ず
。
其
の
人
率
ね
大
夫

た

と
震
り
て
、
博
士
と
篤
ら
ず
。
大
夫
は
博
士
と
同
じ
く
雄
官
篤
り
て
、

同
じ
く
太
常
に
属
す
る
も
、
自
ら
別
有
り
」
(
一
八
八
|
一
八
九
頁
〉

と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

(
H
〉
鈴
木
由
次
郎
『
漢
易
研
究
』
(
明
徳
出
版
社
、
一
九
六
三
年
〉
第
一

部
第
二
草
「
前
漢
の
易
皐
」
に
よ
る
と
、
「
孟
喜
が
父
の
命
令
に
よ
っ

て
国
王
孫
に
し
た
が
っ
て
易
を
皐
ん
だ
の
は
昭
脅
の
時
の
こ
と
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
」
(
二
四
一
貝
〉
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

(
M
U
)

註
(
3
〉
所
引
の
銭
穆
氏
論
文
に
、
「
而
し
て
漢
廷
に
は
后
蒼
自
り
以

前
、
躍
を
治
む
る
者
は
僅
か
に
大
夫
有
る
の
み
に
し
て
、
博
士
無
し
」

(
一
八
九
頁
)
と
論
定
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
註
(

3

)

所
引
の
各
氏
の
論
考
、
と
く
に
張
金
吾
・
胡
乗
度
爾
氏
の
著

31 

書
に
よ
る
。

(
口
)
羅
義
俊
「
漢
文
脅
置
三
経
博
士
」
(
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
一
一
一
、
一
九

八
O
年
)
は
、
高
堂
生
を
麓
博
士
と
推
定
し
て
、
嘗
時
、
す
で
に
三
経

博
士
が
存
置
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
『
史
記
』
・
『
漢

書
』
と
も
に
、
高
堂
生
の
博
士
就
任
の
記
事
は
存
在
し
な
い
。

〈
叩
珂
)
武
内
義
雄
『
儒
数
の
精
神
』
(
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
四
谷
儒
数
篇
巻

三
所
枚
、
角
川
書
庖
、
一
九
七
九
年
)
に
よ
る
と
、
「
孔
子
の
蛍
時
、

経
典
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
書
物
は
詩
と
書
と
の
二
つ
で
あ
っ

た
」
が
、
「
孟
子
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
春
秋
の
一
経
が
加
わ
っ
た
」

(
四
九
頁
)
と
設
か
れ
、
詩
・
書
と
春
秋
が
儒
準
成
立
嘗
初
の
経
典
で

あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
専
経
博
士
の
出
現
の
軌
跡
と

暗
合
す
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
。

(
四
)
小
論
「
石
渠
閣
論
議
考
」
(
『
牧
尾
良
海
博
土
喜
脅
記
念
僑
併
道
三
数

思
想
論
孜
』
所
載
、
山
喜
房
俳
書
林
、
一
九
九
一
年
〉
を
参
照
。

(
却
〉
小
論
「
六
経
・
六
嚢
と
五
経
|
|
漢
代
に
お
け
る
五
経
の
成
立
|
|
」

(
『
中
園
史
拳
』
四
、
一
九
九
四
年
〉
。
こ
の
論
文
は
五
経
博
士
の
う
ち

の
五
経
に
つ
い
て
専
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
博
士
官
の
問
題
と

姉
妹
篇
を
な
す
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
彼
此
あ
い
参
照
下
さ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

(
幻
)
註
(
1
〉
所
引
の
小
論
を
参
照
。
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THE DEVELOPMENT OF ＴＨＥＢＯＳＨＩ博士SYSTEM

　　　　

DURING THE QIN-HAN 秦漢PERIODS

　

-'―Doubtsabout the Establishment of Wuμng-boshi

　　

五経博士by Emperor Wu 武帚of the Former Han―

FUKUI Shigemasa

　　

According

　

to

　

widely

　

accepted

　

scholarly

　

opinion, the Ｗｕiing-boｓhi

(Erudites of the Five Classics) system was established in the 釘th year of

Jianyuan建元(136 B. C.) under the reign of Emperor Wu of the Former

Han dynasty. （206 B. C. ―8 A. D.). However, there is no record whatso-

ever of this system in the Shiμ史記, and the　Ｈａｎｓｈｕ　Ｗ書itselfdoes

not indicate which books the appellation of“Five Ｃ!assies”refers, nor does

it state the names of those appointed to these 丘ve posts｡

　　

In this article,l atte耳ipt to deal with these questions by tracing the

development of the Ｂｏｓhisystem from the pre-Qin period through the latter

half of the Former Han. ｌ gather and examine on an individual basis

the names of those men nominated as Erudites of the Five classics during

this period. l argue that it was not under the reign of Emperor Wu but

rather

　

under that of Emperor χuan 宣帚that the ｅχistence of such

nominees can actually be confirmed from the extant historical documents.

After analyzing the･term “Five Classics” and the text of the　ＨａｎｓｆｉＭ、Ｉ

conclude that this famous system was not established by Emperor Wu but

rather was a later creation erroneously attributed to Emperor Wu by the

Ｈａｎｓｈｕ.
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